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平成２９年１月２４日判決言渡  

平成２５年（行ウ）第３９号 所得税更正処分等取消請求事件 

主        文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 保土ケ谷税務署長が平成２３年３月１０日付けでした原告の平成１９年分の

所得税の更正処分（ただし，平成２４年７月３１日付け審査裁決により一部取

り消された後のもの）のうち総所得金額５６９５万８５３７円及び納付すべき

税額６６７万１４００円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定処分（た

だし，平成２４年７月３１日付け審査裁決により一部取り消された後のもの）

をいずれも取り消す。 

２ 保土ケ谷税務署長が平成２３年３月１０日付けでした原告の平成２０年分の

所得税の更正処分（ただし，平成２４年７月３１日付け審査裁決により一部取

り消された後のもの）のうち総所得金額１億０９８３万２０９３円及び納付す

べき税額１９３７万５９００円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定処

分（ただし，平成２４年７月３１日付け審査裁決により一部取り消された後の

もの）をいずれも取り消す。 

３ 保土ケ谷税務署長が平成２３年３月１０日付けでした原告の平成２１年分の

所得税の更正処分（ただし，平成２４年７月３１日付け審査裁決により一部取

り消された後のもの）のうち総所得金額１億５１９２万１３２７円及び納付す

べき税額３０３９万９８００円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定処

分（ただし，平成２３年７月６日付け異議決定により一部取り消され，平成２

４年７月３１日付け審査裁決により一部取り消された後のもの）をいずれも取

り消す。 



2 

 

第２ 事案の概要 

本件は，アメリカ合衆国（以下「米国」という。）において不動産に係る事

業を営む米国ワシントン州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナ

ーシップ（以下「ＬＰＳ」という。）の持分を取得した原告が，当該事業によ

り生じた損益のうち原告に割り当てられたものを原告の不動産所得（所得税法

２６条１項）の金額の計算上収入金額（同法３６条１項）又は必要経費（同法

３７条１項）に算入して所得税の申告をしたところ，所轄税務署長から，当該

事業により生じた所得は原告の不動産所得に該当せず，上記の損益を同所得の

金額の計算上収入金額又は必要経費に算入することはできないとして，所得税

の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから，上記各処分（た

だし，異議決定又は審査裁決による一部取消し後のもの）の取消しを求める事

案である。 

１ 関係法令の定め 

 別紙２のとおり 

２ 前提事実（争いのない事実，顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨

により容易に認められる事実） 

(1) 当事者 

 原告は，昭和４６年，不動産に係る事業を営む目的でＡ１株式会社（以下

「Ａ１」という。）を設立し，設立時から平成１７年３月までその代表取締

役に就任していた（甲４（２頁），４０，乙９）。 

(2) 米国及び同国ワシントン州のパートナーシップの法制度 

ア 米国において，ＬＰＳは，パートナーシップの一種であるところ，パー

トナーシップとは，米国各州の法律で認められている２名以上の者により

組成される事業活動や投資活動を営むための組織形態であり，ジェネラル・

パートナーシップ（以下「ＧＰＳ」という。）とＬＰＳの２種類がある。 

米国において，ＧＰＳは，パートナーシップ債務に対して無限責任を負
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い当該事業活動を代理する権利を有する２名以上のジェネラル・パートナ

ー（以下「ＧＰ」という。）のみによって構成されるパートナーシップで

あり，また，ＬＰＳは，パートナーシップ債務に対して無限責任を負い当

該事業活動を代理する権利を有する１名以上のＧＰとパートナーシップ債

務に対して限定的な責任を負う１名以上のリミテッド・パートナー（以下

「ＬＰ」という。）によって構成されるパートナーシップである。 

イ 米国ワシントン州のパートナーシップに関する法律として，ワシントン

州 改 正 統 一 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 法 （ 「 the Washington revised 

uniformpartnership act」（同法 25.05.905 所定の名称）。以下「州ＰＳ

法」という。）がある（乙８）。また，同州のＬＰＳに関する法律として，

ワシントン州統一リミテッド・パートナーシップ法（「the Washington 

uniform limited partnership act」（同法 25.10.630 所定の名称。同法に

定めのない事項については州ＰＳ法の規定が適用されると規定するもの。

乙７）。以下「州ＬＰＳ法」という。）があったところ，その２００９年

（平成２１年）改正後の法律である統一リミテッド・パートナーシップ法

（「theuniform limited partnership act」（同法 25.10.006 所定の名称。

州ＰＳ法の適用関係に関する上記の規定を削除し，同法の適用対象であっ

た事項の規律を明文で定める規定を設けたもの）。以下「改正州ＬＰＳ法」

という。）が２０１０年（平成２２年）１月１日（同法 25.10.903）から発

効し，同年７月１日から全てのＬＰＳに適用されている（同法 25.10.911(2)。

乙４１，６０）。 

 州ＰＳ法は，統一法委員会（Uniform Law Commission）の策定した統一

パートナーシップ法典（「Uniform Partnership Act」。以下「統一ＰＳ法

典」という。１９９７年（平成９年）改訂後のもの）を採択して制定され

たものであり，また，州ＬＰＳ法は，同委員会の策定した統一リミテッド・

パートナーシップ法典（「Uniform Limited Partnership Act」。以下「統
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一ＬＰＳ法典」という。同法典に定めのない事項については統一ＰＳ法典

の規定が適用されると規定する２００１年（平成１３年）改訂前のもの）

を採択して制定され，改正州ＬＰＳ法は，２００１年改訂後の統一ＬＰＳ

法典（「Revised Uniform Limited Partnership Act」。統一ＰＳ法典の適

用関係に関する上記の規定を削除し，同法典の適用対象であった事項の規

律を明文で定める規定を設けたもの。以下「改訂統一ＬＰＳ法典」という。）

を採択して制定されたものであり，いずれもこれらの統一法典に一定の修

正を加えて制定されたものである（甲３７，３８の１及び２，乙４１，４

２，弁論の全趣旨）。 

(3) 原告が行った取引の概要 

ア 原告は，米国ワシントン州に所在する次の①ないし④の各ＬＰＳ（本件各

ＬＰＳ）について，次の(ア)ないし(エ)の各契約の締結により，その持分権

をＬＰとして取得した。 

① Ａ２ Limited Partnership（以下「Ａ２－ＬＰＳ」という。） 

② Ａ３ Limited Partnership（以下「Ａ３－ＬＰＳ」という。） 

③ Ａ４ Limited Partnership（以下「Ａ４－ＬＰＳ」という。） 

④ Ａ５ Limited Partnership（以下「Ａ５－ＬＰＳ」という。） 

(ア) Ａ２－ＬＰＳ関係 

ａ Ａ１は，２００４年（平成１６年）５月２７日付けで，ＬＰである

Ａ６Co.,Ltd.（以下「Ａ６社」という。）とともに，ＧＰであるＡ７,Inc.

（以下「Ａ７社」という。）との間で，「Agreement of Limited 

Partnership of Ａ２ LP」（乙１１。以下「本件Ａ２－ＬＰＳ契約」

という。）を締結してＡ２－ＬＰＳを組成し，同ＬＰＳのＬＰとなっ

た。 

ｂ 原告は，Ａ６社から同社の保有するＡ２－ＬＰＳにおける持分権の全

部を譲り受けた上，２００６年（平成１８年）９月２９日付けで，Ａ２
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－ＬＰＳのＬＰであるＡ１とＧＰであるＡ７社との間で，「 First 

Amendment to Agreement of Limited Partnership of  Ａ２ LP」（乙１

２。以下「修正Ａ２－ＬＰＳ契約」という。）を締結した。 

(イ) Ａ３－ＬＰＳ関係 

ａ Ａ１は，２００３年（平成１５年）９月９日付けで，Ａ３－ＬＰＳ

並びにＡ３－ＬＰＳのＧＰであるＡ８ LLC（以下「Ａ８－ＬＬＣ」と

いう。）及びＡ３－ＬＰＳのＬＰであるＡ９ LLC（以下「Ａ９－ＬＬ

Ｃ」という。）との間で，「Partnership InterestAcquisition Agreement

（Northwest Ａ９）」（パートナーシップ持分権取得契約。乙１３）

を締結し，Ａ９－ＬＬＣが保有するＡ３－ＬＰＳの持分権９９パーセ

ントのうち７０パーセントを取得した。 

ｂ 原告は，Ａ９－ＬＬＣから同社の保有するＡ３－ＬＰＳにおける持分権

の一部（持分権割合２５パーセント）を譲り受け，２００６年（平成１８

年）１月３１日付けで，Ａ３－ＬＰＳのＧＰであるＡ８－ＬＬＣ，ＬＰで

あるＡ１及びＡ９－ＬＬＣとの間で，「SecondRestated and Amended 

Agreement of Limited Partnership of Ａ３ Limited Partnership」（乙

１４。以下「本件Ａ３－ＬＰＳ契約」という。）を締結した。 

(ウ) Ａ４－ＬＰＳ関係 

ａ Ａ１は，２００６年（平成１８年）８月３１日付けで，Ａ４－ＬＰ

Ｓ並びにＡ４－ＬＰＳのＧＰであるＡ１０ LLC（以下「Ａ１０－ＬＬ

Ｃ」という。）及びＡ４－ＬＰＳのＬＰであるＡ１１ LLC（以下「Ａ

１１－ＬＬＣ」という。）との間で，「PartnershipInterest Acquisition 

Agreement（Ａ４-TKK）」（パートナーシップ持分権取得契約。乙１５）

を締結し，Ａ４－ＬＰＳのＬＰであるＡ１１－ＬＬＣの保有する持分

権９９．９パーセントのうち７９．９２パーセント（乙１６（５頁））

を取得した。 
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ｂ 原告は，Ａ４－ＬＰＳのＬＰであるＡ１１－ＬＬＣから同社の保有

するＡ４－ＬＰＳにおける持分権（１９．９８パーセント）の全部を

譲り受け，２００６年（平成１８年）９月９日付けで，Ａ４－ＬＰＳ

のＧＰであるＡ１０－ＬＬＣ及びＡ４－ＬＰＳのＬＰであるＡ１との

間で，「Restated and Amended Agreement of Limited Partnershipof 

Ａ４ Limited Partnership」（乙１６。以下「本件Ａ４－ＬＰＳ契約」

という。）を締結した。 

(エ) Ａ５－ＬＰＳ関係 

ａ Ａ１は，１９９９年（平成１１年）１月１３日付けで，「ThirdAmended 

and Restated Agreement of Limited Partnership of Ａ５ Limited 

Partnership」（甲４３。以下「本件Ａ５－ＬＰＳ契約」といい，本件

Ａ２－ＬＰＳ契約，修正Ａ２－ＬＰＳ契約，本件Ａ３－ＬＰＳ契約，

本件Ａ４－ＬＰＳ契約と併せて「本件各ＬＰＳ契約」という。）を締

結し，Ａ５－ＬＰＳにおけるＬＰの持分権４９パーセントを取得した

（乙１７（Ａ項））。 

ｂ 原告は，２００６年（平成１８年）３月３１日付けで，Ａ５－Ｌ

Ｐ Ｓ の Ｌ Ｐ で あ る Ａ １ と の 間 で 「 Partnership Interest 

AcquisitionAgreement」（パートナーシップ持分権取得契約。乙１７。

以下「Ａ５持分権取得契約」という。）を締結し，Ａ１の保有するＡ５

－ＬＰＳにおける持分権（４９パーセント）の全部を取得した（乙１７

（１条））。 

イ 本件各ＬＰＳは，それぞれ米国ワシントン州に所在する各建物の所有及び

運営等（ただし，Ａ２－ＬＰＳ契約にあっては，米国ワシントン州に所在す

る建物の共有持分の全て又は重要な部分の直接的又は間接的な所有，運営及

び保有）をその営む事業（以下「本件各不動産事業」という。）の主要目的

及び一般的特徴としており，上記各建物は店舗，事務所，住宅又は倉庫とし
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て賃貸に供する用途に用いられている（以下，Ａ２－ＬＰＳに係る賃貸物件

を「本件Ａ２－ＬＰＳ物件」，Ａ３－ＬＰＳに係る賃貸物件を「本件Ａ３－

ＬＰＳ物件」，Ａ４－ＬＰＳに係る賃貸物件を「本件Ａ４－ＬＰＳ物件」，

Ａ５－ＬＰＳに係る賃貸物件を「本件Ａ５－ＬＰＳ物件」といい，これらを

併せて「本件各物件」という。本件Ａ２－ＬＰＳ契約（乙１１），本件Ａ３

－ＬＰＳ契約（乙１４），本件Ａ４－ＬＰＳ契約（乙１６）各５条前段，本

件Ａ５－ＬＰＳ契約（甲４３）４条，甲４１，乙１８の１ないし５）。 

ウ 本件各ＬＰＳ契約は，いずれも米国ワシントン州の法令（以下「ワシン

トン州法」という。）に準拠して締結されたものである（本件Ａ２－ＬＰ

Ｓ契約（乙１１）20.2 条，本件Ａ３－ＬＰＳ契約（乙１４）20.2 条，本件

Ａ４－ＬＰＳ契約（乙１６）20.2 条，本件Ａ５－ＬＰＳ契約（甲４３）17.2

条）。 

(4) 本件各処分等の経緯 

ア 保土ケ谷税務署長は，原告に対し，平成２３年３月１０日付けで，原告

の平成１９年分ないし平成２１年分（以下「本件各年分」という。）に係

る所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をした。 

 これらの更正等の処分は，本件各ＬＰＳは所得税法２条１項７号に定め

る外国法人に該当し，その事業により生じた所得は原告の不動産所得に該

当せず，その事業により生じた損益を原告の不動産所得の金額の計算上収

入金額又は必要経費に算入することができないことを理由としてされたも

のである。 

イ 原告は，平成２３年５月６日，保土ケ谷税務署長に対し，上記各処分に

ついて異議申立てをしたが，上記税務署長は，同年７月６日，平成２１年

分の過少申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消し，その余の異議申立

てをいずれも棄却する旨の異議決定をした。 

ウ 原告は，平成２３年８月５日，国税不服審判所長に対し，上記各処分に
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ついて審査請求をしたところ，同審判所長は，平成２４年７月３１日，上

記各更正処分及び上記各賦課決定処分の一部を取り消し，その余の審査請

求をいずれも棄却する旨の審査裁決をした（以下，上記審査裁決により一

部取り消された後の本件各年分に係る更正処分をそれぞれ「平成１９年分

更正処分」，「平成２０年分更正処分」及び「平成２１年分更正処分」と

いい，これらを併せて「本件各更正処分」といい，上記イの異議決定及び

上記審査裁決により一部取り消された後の本件各年分に係る過少申告加算

税の各賦課決定処分を併せて「本件各賦課決定処分」といい，本件各更正

処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。）。 

エ 本件各処分に至る具体的な経緯は別表１－１ないし１－３記載のとおり

である。 

(5) 本件訴えの提起 

原告は，平成２５年１月２４日，本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

３ 税額等に関する当事者の主張 

被告が本件訴訟において主張する本件各処分の根拠及び計算は，別紙３「課

税の根拠及び計算」のとおりであるところ，後記４の争点に関する部分を除き，

その計算の基礎となる金額及び計算方法について争いはない。 

４ 争点 

 本件の争点は，本件各処分の適法性であるところ，具体的な争点は以下のと

おりである。 

(1) 本件各ＬＰＳが所得税法２条１項７号に定める外国法人に該当するか否

か。 

(2) 本件各不動産事業により生じた損益を原告の不動産所得の金額の計算上

収入金額又は必要経費に算入することの可否 

(3) 国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」の有無 

５ 争点に関する当事者の主張の要旨 
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(1) 争点(1)（本件各ＬＰＳが所得税法２条１項７号に定める外国法人に該当

するか否か）について 

（被告の主張の要旨） 

ア 平成２７年最高裁判決における外国法人該当性の判断基準 

本件の係属中に言い渡された最高裁平成２５年（行ヒ）第１６６号同２

７年７月１７日第二小法廷判決・民集６９巻５号１２５３頁（以下「平成

２７年最高裁判決」という。）は，米国デラウェア州改正統一リミテッド 

・パートナーシップ法（「Delaware Revised Uniform Limited Partnership 

Act」。以下「米国デラウェア州のＬＰＳ法」という。）に基づいて設立

されたＬＰＳについて，権利義務の帰属主体であり，所得税法２条１項７

号及び法人税法２条４号（以下「所得税法２条１項７号等」という。）に

定める外国法人に該当すると判断した。また，同判決は，要旨，外国法に

基づいて設立された組織体が所得税法２条１項７号等に定める外国法人に

該当するか否かを判断するに当たっては，まず，①当該組織体に係る設立

根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから，当該組織体が当該外国の法令

において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていること又は付

与されていないことが疑義のない程度に明白であるか否かを検討すること

となり，これにより判断できない場合には，次に，②当該組織体が権利義

務の帰属主体であると認められるか否かを検討して判断すべきものであ

り，具体的には，当該組織体の設立根拠法令の規定の内容や趣旨等から，

当該組織体が自ら法律行為の当事者となることができ，かつ，その法律効

果が当該組織体に帰属すると認められるか否かという点を検討することと

なると判示した（以下，上記①の基準を「判断基準１」といい，上記②の

基準を「判断基準２」という。）。 

イ 平成２７年最高裁判決の判断基準による外国法人該当性 

(ア) 判断基準１による外国法人該当性 
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ａ 本件各ＬＰＳは，州ＬＰＳ法に準拠して設立されたものであり，州ＬＰ

Ｓ法のほか，州ＬＰＳ法に定めがない場合には州ＰＳ法又はその後継法令

の規定が適用される（州ＬＰＳ法 25.10.660）。 

ｂ そこで検討するに，本件各ＬＰＳに適用される州ＰＳ法は，パートナー

シップについて，「an entity distinct from its partners」であるとす

る規定（以下「エンティティ規定」という。）を定めており（同法

25.05.050(1)），統一法委員会の策定に係る１９９７年改訂後の統一ＰＳ

法典を採択して制定されたものであるところ，同法典に定められているエ

ンティティ規定（パートナーシップはパートナーと異なる主体である旨を

定める規定）は，１９９２年改訂後の統一ＰＳ法典（以下「１９９２年統

一ＰＳ法典」ということがある。）によって創設されたものと同一の規定

である。 

１９９２年統一ＰＳ法典におけるエンティティ規定については，文献上

（乙３５（５１４頁）），その創設によりＬＰＳに法人格が付与されたも

のと説明されており，設立根拠法令である州ＬＰＳ法により上記統一ＰＳ

法典と同様のエンティティ規定を定める州ＰＳ法が適用される本件各ＬＰ

Ｓについても，設立根拠法令において日本法上の法人に相当する法的地位

を付与されていることが疑義のない程度に明白であるというべきである。 

ｃ  したがって，判断基準１によれば，本件各ＬＰＳは，その設立根拠法

令において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていることが

疑義のない程度に明白であるというべきであるから，我が国の租税法上

の法人に該当し，所得税法２条１項７号に定める外国法人に該当する。 

(イ) 判断基準２による外国法人該当性 

ａ 仮に，本件各ＬＰＳが日本法上の法人に相当する法的地位を「付与

されていること」が疑義のない程度に明白であるとまではいえないとして

も，上記(ア)ｂで述べた州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法並びに改正州ＬＰＳ法の
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各規定によれば，パートナーシップ（ＬＰＳ）は，「パートナーと異なる

主体」であるとされている以上，少なくとも，本件各ＬＰＳが設立根拠法

令において日本法上の法人に相当する法的地位を「付与されていないこと」

が疑義のない程度に明白であるとは到底いえない。 

したがって，この場合には，判断基準１によっては所得税法２条１項７ 

号に定める外国法人に該当するか否かを判断することができないため，外国

法に基づいて設立された組織体が権利義務の帰属主体であると認められる

か否かという判断基準２により判断すべきである。 

ｂ 平成２７年最高裁判決は，判断基準２の検討において，設立根拠法令

である米国デラウェア州のＬＰＳ法等の内容に照らし，米国デラウェア

州のＬＰＳ法等に基づくＬＰＳが，自ら法律行為の当事者となることが

でき，かつ，その法律効果が当該ＬＰＳに帰属しているということがで

きるから，権利義務の帰属主体であると認められ，当該ＬＰＳは，所得

税法２条１項７号等に定める外国法人に該当すると判断した。 

そして，以下に述べるとおり，判断基準２の検討において，本件各

ＬＰＳの設立根拠法令である州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の各規定の内容

や趣旨等からすれば，米国ワシントン州の上記各法令（以下「米国ワ

シントン州のＬＰＳ法」ということがある。）に基づく本件各ＬＰＳ

も，自ら法律行為の当事者となることができ，かつ，その法律効果が

本件各ＬＰＳに帰属すると認められるというべきである。 

ｃ まず，州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の各規定によれば，以下のとおり，

本件各ＬＰＳが自ら法律行為の当事者となることができ，かつ，その

法律効果が本件各ＬＰＳに帰属すると認められる。 

⒜ 州ＬＰＳ法は，「ＬＰＳは，ＬＰのいないパートナーシップ（注 

・ＧＰＳ）が行うことができるあらゆる事業を行うことができる」

（同法 25.10.060）と規定している。この点につき，州ＰＳ法は，Ｇ
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ＰＳが行うことができる事業について特に制限を設けてはいない

（同法 25.05.005(1)）。 

また，州ＬＰＳ法は，「パートナーは，ＬＰＳに対して金員を貸し付

けることができ，ＬＰＳと他の取引を行うことができる。この場合にお

いて，他の適用される法令に従い，パートナーではない者（person）が

有するのと同様の権利及び義務を有する」（同法 25.10.070）と規定して

いる。このように，パートナーは，ＬＰＳとの間で，ＬＰＳを当事者と

して融資等の取引を行うことができるのであり，このような取引を行う

場合，パートナーはＬＰＳに対し第三者との間の取引と同様の権利を有

し義務を負うことからすれば，ＬＰＳは，パートナーとは異なる独立し

た主体として，パートナーに対し権利を有し義務を負うことが明らかで

ある。 

以上のとおり，州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の上記各規定からすれば，州

ＬＰＳ法に基づいて設立されたＬＰＳについては，パートナーシップが

行うことができるあらゆる事業をすることができるとともに，パートナ

ーとは異なる主体として，パートナーとの間で取引を行うことができる

ものと認められる。すなわち，州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の各規定は，Ｌ

ＰＳにその名義で法律行為をする権利又は権限を付与するとともに，Ｌ

ＰＳ名義でされた法律行為の効果がＬＰＳ自身に帰属することを前提と

するものと解される。そうすると，本件各ＬＰＳに係る設立根拠法令で

ある州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法において，本件各ＬＰＳが自ら法律行為の

当事者となることができ，かつ，本件各ＬＰＳが当事者としてした法律

行為の効果が本件各ＬＰＳ自身に帰属すると認められる。 

⒝ また，州ＰＳ法は，「パートナーシップにより取得された財産は，

当該パートナーシップの財産であって，パートナー個人の財産では

ない」（同法 25.05.060），「パートナーは，パートナーシップの財
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産の共同所有者ではなく，任意であるか強制であるかを問わず，い

かなる移転可能なパートナーシップの財産における持分も保有しな

い」（同法 25.05.200）と規定する。 

この点につき，州ＬＰＳ法も，「パートナーは，現金以外の形式

で，ＬＰＳからいかなる分配も要求し受領する権利を有しない」（同

法 25.10.350）と規定して，パートナーがパートナーシップの財産に

よる現物の分配を要求する権利を有しないことを定めているほか，

「パートナーシップの持分は，人的財産権である」（同法 25.10.390）

と規定している。 

これらの各規定は，上記⒜において述べたとおり，州ＬＰＳ法及び州

ＰＳ法が，ＬＰＳにＬＰＳ名義で法律行為をする権利又は権限を付与す

るとともに，ＬＰＳ名義でされた法律行為の効果がＬＰＳ自身に帰属す

ることを前提としていることとも整合するところである。 

⒞ さらに，州ＬＰＳ法は，ＬＰＳにおけるＧＰの一般的な権限と義務に

ついて，「ＬＰＳのＧＰは，ＬＰを有しないパートナーシップ（注・Ｇ

ＰＳ）におけるパートナーの権利及び権限を有し，かつ，これらの制限

に服する」（同法 25.10.240(1)）と規定しているところ，ここにいう「Ｌ

Ｐを有しないパートナーシップにおけるパートナーの権利及び権限」な

いし「制限」の内容については，州ＰＳ法において，「全ての各パート

ナー（注・ＧＰ）は，権利を主張する者により別段の同意がされ，又は

法令に別段の定めのない限り，連帯して全てのパートナーシップの義務

に対し責任を負う」（州ＰＳ法 25.05.125(1)）と規定されている。すな

わち，州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の上記各規定によれば，ＬＰＳにおいて

は，まずＬＰＳ自身が負う義務が存在しており，そのＬＰＳ自身が負う

義務について，ＧＰが連帯して義務を負うものとされている。 

このように，州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の各規定は，ＬＰＳ自身が
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義務を負う主体であることを明確に規定しており，ＬＰＳが当事者

として行う法律行為の効果がＬＰＳに帰属することを前提としてい

る。 

ｄ また，本件各年分についてはその適用はないものの，改正州ＬＰＳ法の

各規定によっても，以下のとおり，本件各ＬＰＳが自ら法律行為の当事者

となることができ，かつ，その法律効果が本件各ＬＰＳに帰属すると認め

られる。 

改正州ＬＰＳ法については，その制定の最も重要な目的は，ＬＰＳに関する

法律の効率性，明確性及び一貫性を促進することであったと説明されてお

り，改正州ＬＰＳ法によりＬＰＳの性格や位置付けが変わったわけではな

く，ＬＰＳの性格や位置付けについて，改正前の州ＬＰＳ法と州ＰＳ法の

内容を踏襲して定められたものと認められることからすると，改正前の州

ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の規定の内容や趣旨等を理解する上で参考となるも

のである。 

まず，改正州ＬＰＳ法は，前記(ア)ｂと同様に，「ＬＰＳは，そのパート

ナーとは異なる主体（entity）である」（同法 25.10.021(1)）と規定し

た上で，「ＬＰＳは，自身が活動する上で必要な又は便宜的なあらゆる

ことを行う権限を有する」（改正州ＬＰＳ法 25.10.031）と規定してい

る。上記各規定によれば，改正州ＬＰＳ法は，ＬＰＳがパートナーとは

異なる主体として，すなわちＬＰＳが自ら当事者として法律行為をする

権利又は権限を付与しているといえる。 

また，改正州ＬＰＳ法は，「ＬＰＳの義務は，それが契約上生じたも

の，不法行為により生じたもの又はそれ以外のものであっても，ＬＰの

義務ではない」（同法 25.10.321）と規定しており，ＬＰＳの債務（義務）

はＬＰＳ自身に帰属し，ＬＰがＬＰＳの債務（義務）を負うことはない

とされている。他方，改正州ＬＰＳ法は，「各ＧＰは，ＬＰＳの活動に
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おける当該ＬＰＳの代理人である」（同法 25.10.381(1)）と規定してお

り，「全てのＧＰは，権利を主張する者による別途の同意又は法令の規

定がなければ，ＬＰＳの全ての義務に対し連帯して責任を負う」（同法

25.10.401(1)）と規定していることから，ＬＰＳは自ら義務を負い，Ｇ

Ｐは，そのＬＰＳが負う義務につき連帯して義務を負うものとされてい

る。 

さらに，改正州ＬＰＳ法は，「パートナーは，現金以外の形で，ＬＰＳか

らの分配を要求し又は受領する権利を有しない」（同法 25.10.486）と規

定し，「パートナーが譲渡することができる唯一の持分は，当該パート

ナーが有する譲渡可能持分である。譲渡可能持分は人的財産権である」

（同法 25.10.546）と規定している。上記各規定は，パートナーの譲渡可

能な唯一の持分は人的財産権であって，パートナーがＬＰＳの財産につ

いて具体的な権利を有しないことを前提としており，ＬＰＳ名義でされ

た法律行為の効果がＬＰＳ自身に帰属することとも整合するところ，こ

のような規定内容は改正前の州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の内容と同様であ

る。 

このように，改正州ＬＰＳ法の上記各規定からすれば，ＬＰＳは，パートナ

ーとは異なる主体として，ＬＰＳ自身が活動をする上で必要な又は便宜的

なあらゆることを行う権限を有し義務を負うものであり，ＬＰＳ名義でさ

れた法律行為の効果がＬＰＳ自身に帰属することが前提とされていること

は明らかである。上記のとおり，改正州ＬＰＳ法は従来の州ＬＰＳ法及び

州ＰＳ法の内容を踏襲したものというべきであるから，前記ｃにおいて述

べた州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の各規定についても，改正州ＬＰＳ法の上記

各規定と同様の内容及び趣旨を定めるものと解すべきである。 

ｅ 次に，本件各ＬＰＳのパートナーシップ契約の内容をみると，Ａ３

－ＬＰＳ，Ａ４－ＬＰＳ及びＡ５－ＬＰＳは，各物件の所有，運営，管理
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ないし売却を目的とし（本件Ａ３－ＬＰＳ契約５条（乙１４），本件Ａ４

－ＬＰＳ契約５条（乙１６），本件Ａ５－ＬＰＳ契約４条（甲４３）），Ａ

２－ＬＰＳは，本件Ａ２－ＬＰＳ物件の持分の全て又は重要な部分の直接

的又は間接的な所有，運営及び保有を目的としており（本件Ａ２－ＬＰＳ

契約５条，乙１１），本件各ＬＰＳが各物件又はその持分の所有，運営，

管理ないし売却という行為を行う権限を有することを前提としている。こ

のような契約の内容は，前記ｃ⒜の「ＬＰＳは，ＬＰのいないパートナー

シップが行うことができるあらゆる事業を行うことができる」（州ＬＰＳ

法 25.10.060）との州ＬＰＳ法の規律に沿うものである。 

また，本件各ＬＰＳに係るパートナーシップ契約においては，「財

産に対する権利がないこと」という項目が規定され，清算その他の場

合に，各ＬＰは，現金以外の形式での分配を本件各ＬＰＳに対して要

求し又は本件各ＬＰＳから受領する権利を有しないものとすると定め

られている（本件Ａ２－ＬＰＳ契約 13.4 条（乙１１），本件Ａ３－Ｌ

ＰＳ契約 13.4 条（乙１４），本件Ａ４－ＬＰＳ契約 13.4 条（乙１６），

本件Ａ５－ＬＰＳ契約 12.4 条（甲４３））。このような本件各ＬＰＳ

に係るパートナーシップ契約の内容は，州ＬＰＳ法が「パートナーは，

現金以外の形式で，ＬＰＳからいかなる分配も要求し受領する権利を

有しない。」（州ＬＰＳ法 25.10.350）と規定しているところに沿うも

のであり，また，上記のような本件各ＬＰＳに係るパートナーシップ

契約の内容は，州ＬＰＳ法が「パートナーシップの持分は，人的財産

権である」（州ＬＰＳ法 25.10.390）と規定し，州ＰＳ法が，「パート

ナーシップにより取得された財産は，当該パートナーシップの財産で

あって，パートナー個人の財産ではない。」（州ＰＳ法 25.05.060），

「パートナーは，パートナーシップの財産の共同所有者ではなく，任

意であるか強制であるかを問わず，いかなる移転可能なパートナーシ
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ップの財産における持分も保有しない」（州ＰＳ法 25.05.200）と規定

しているところともそごするものではない。 

ｆ 以上のとおり，本件各ＬＰＳにつき，州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の各規定並び

に本件各ＬＰＳに係るパートナーシップ契約の内容等に鑑みると，本件各ＬＰ

Ｓは，自ら法律行為の当事者となることができ，かつ，その法律効果が本件各

ＬＰＳに帰属するものということができるから，権利義務の帰属主体であると

いうべきである。そうすると，本件各ＬＰＳは，権利義務の帰属主体であると

認められるのであるから，判断基準２によれば，我が国の租税法上の法人に該

当し，所得税法２条１項７号に定める外国法人に該当するものというべきであ

る。 

(ウ) 以上のとおり，平成２７年最高裁判決を踏まえると，本件各ＬＰＳ

は，判断基準１及び判断基準２のいずれによっても，我が国の租税法上

の法人に該当し，所得税法２条１項７号に定める外国法人に該当するも

のである。 

ウ 平成２７年最高裁判決が言い渡される前の被告の主張の要旨 

(ア) 我が国の租税法上の法人該当性に関する判断枠組み 

  外国の事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かは，当該事

業体の準拠法の規定及びその解釈（なお，当該準拠法において構成員間

の契約による修正を認めている範囲内では設立規約（契約）の内容も併

せ考慮する。）を基礎として，その設立，組織，財産の管理や帰属状況

等を考慮し，当該事業体が構成員から独立した権利義務の帰属主体とし

て設立が認められているか否かを個別具体的に判断するのが相当である。

その際には，当該事業体がその名において契約を締結し，その名におい

て権利を取得し義務を負うなど，独立した権利義務の主体となり得るも

のか否かを根幹となる判断要素とした上で，事業体として所有財産（不

動産）を登記ないし登録できるか否か，有限責任を負うにすぎない構成
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員がいるか否かなど，その構成員の個人財産とは区別された独自の財産

を有するか否か，その権利義務のためにその名において訴訟当事者とな

り得るか否か，事業体の成立に登記，登録等の外部的手続を要するとさ

れているか否かなどの事情も総合して，当該事業体が我が国の法人であ

れば通常有すべき実質を付与されているか否かの観点から判断する必要

があるというべきである。 

(イ) 本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当すること 

  本件各ＬＰＳの準拠法である州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の規定内容並び

に本件各ＬＰＳに係る契約の内容等をみると，パートナーシップはパー

トナーとは異なる主体（entity）であるとされ，パートナーシップによ

り取得された財産は，パートナーシップの財産であり，パートナー個人

のものではないとされており，本件各ＬＰＳは，構成員である各パート

ナーの個人財産とは明確に区別された独自の財産を有することが認めら

れている。また，構成員の個性や変動とは関係なく本件各ＬＰＳが存続・

運営されることが前提とされており，さらに，ＬＰＳの設立には，ＬＰ

Ｓ契約の締結のみでは足りず，ＬＰＳ証明書の登録が必要とされ，ＬＰ

Ｓは，その名において訴訟を追行できるとされている。これらの点を総

合的にみれば，本件各ＬＰＳは，準拠法の下において，構成員から独立

した法的主体として存在し，独立した権利義務の帰属主体として設立が

認められたものであるということができ，我が国の租税法上の法人に該

当すると認められる。 

（原告の主張の要旨） 

ア 平成２７年最高裁判決の判断基準の適用の在り方について 

 平成２７年最高裁判決の示した外国法人該当性の判断基準のうち，判断

基準１の規範そのものは正当であるが，「日本法上の法人に相当する法的

地位」が何を指すのかが明らかでなく，客観的かつ一義的な判定を可能と
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するだけの具体的な指標（メルクマール）が明らかでないという問題があ

る。一方で，判断基準２は，その正当性が十分に論証されておらず，また，

判断基準２を中心にして法人該当性を判断する場合には，判断の妥当性に

疑問が生じることになるから，判断基準１によることができない例外的な

場合に依拠すべき補充的，便宜的な判断基準と位置付けなければならない

という問題がある。 

 このような問題点を踏まえれば，平成２７年最高裁判決の示した規範（判

断基準）を適用して本件各ＬＰＳの法人該当性を判断するに当たっては，

判断基準１の考慮要素を具体化した上で，個々の事業体の「設立根拠法令

の規定の文言や法制の仕組み」に即して具体的な判断を行うことにより，

できる限り判断基準１に依拠して外国法人該当性を判断し，安易に判断基

準２に依拠して結論を得ることがないようにしなければならない。 

イ 判断基準１の適用の帰結について 

  米国デラウェア州のＬＰＳに関する平成２７年最高裁判決の枠組みに従

って判断基準１を具体的に適用した場合に，本件各ＬＰＳに「日本法上の

法人に相当する法的地位」が付与されていないことは，以下のとおり明白

であるということができる。 

(ア) エンティティ規定は日本法上の法人に相当する法的地位の有無の判

断に影響するものではないこと 

 米国ワシントン州のＬＰＳは，「ワシントン州の法律に基づき２名以

上の者（persons）によって設立され，１名以上のＧＰ及び１名以上のＬ

Ｐを有するパートナーシップ（partnership）」である（州ＬＰＳ法

25.10.010（7））。州ＬＰＳ法は「partnership」の定義を置いていない

ので，州ＰＳ法の規定をみると（州ＬＰＳ法 25.10.660 参照），州ＰＳ

法は，「partnership」は「an entity distinct from its partners」で

あると規定している（州ＰＳ法 25.05.050）が，被告は，このエンティテ
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ィ規定の「an entity distinct from its partners」という文言を「パ

ートナーとは異なる主体」と訳した上で，ＬＰＳが構成員から独立した

権利義務の主体として存在していることを示していると主張する。 

 しかし，州ＰＳ法のエンティティ規定の「an entity distinct from 

its partners」という文言は，州ＰＳ法がモデルとした１９９４年改訂

後の統一ＰＳ法典（州ＰＳ法との関係は甲３８の１参照）の文言に由来

するものであるところ，Ａ１２大学のＡ１３教授は，上記文言は，

「partnership」が元来複数の者から成るグループ内の契約そのものと

考えられており，このような契約当事者の１人が死亡し又は脱退したと

きは，当該契約当事者を要素とする「partnership」はもはや存在し得

ないと考えられていたため，「partnership」の安定性や有用性が損な

われた状況に対応することを目的として，パートナーが死亡し又は脱退し

た後の「partnership」の存続性（survivability of limited 

partnerships）を規定するために採用されたものであると説明している

（Ａ１３教授意見書（甲８６）４頁，訳文５，６頁）。 

 その上で，Ａ１３教授は，１９９４年統一パートナーシップ法典に基

づいて組成された「partnership」（ＧＰＳのほかＬＰＳを含む。）が「パ

ートナーとは異なる事業体であるものとする（an entity distinctfrom 

its partners）」と定められていることの意味は，「ＧＰの１人（ある

いは全員）が死亡し又は脱退しても，必ずしも解散するものではないと

いうことを，より明確化するものにすぎない」（Ａ１３教授意見書（甲

８６）６頁，訳文８，９頁）と述べている。 

 上記のような存続性は，我が国の任意組合にも当然に認められるもの

であり（民法６７８条ないし６８１条），法人該当性とは無関係である

から，Ａ１３教授の上記の指摘を踏まえれば，エンティティ規定の

「anentity distinct from its partners」という文言が，日本法上の法
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人に相当する法的地位の有無と無関係であることは明らかである。 

 したがって，判断基準１の適用において，「an entity distinct fromits 

partners」という州ＰＳ法のエンティティ規定の文言は，本件各ＬＰＳ

が日本法上の法人に相当する法的地位を付与されているかいないかの判

断の決め手にならないから，設立根拠法令の他の規定の文言や法制の仕

組みを検討する必要がある。 

(イ) 米国の「unincorporated entity」であるＬＰＳには「日本法上の法

人に相当する法的地位」がないこと 

 米国のパートナーシップ法制の仕組みに関する検討結果を述べた，Ａ

１４大学のＡ１５教授の意見書（甲４９）によれば，米国の

「unincorporated entity」であるＬＰＳには「日本法上の法人に相当

する法的地位」は存在しない。 

ａ ワシントン州法を含む米国法では事業体が「incorporated entity」

と「unincorporated entity」に二分されていること 

 米国の裁判所は，法人格のある事業体につき「incorporated entity」

という概念を使用し，そうでない事業体（unincorporated entity）と

二分して区別している（Ａ１５教授意見書（甲４９）７頁，１１頁，

訳文８頁，１１頁）。 

 本件各ＬＰＳの設立準拠法であるワシントン州法においても，同様

に，事業体を「incorporated entity」と「unincorporated entity」

とに二分した上で，「incorporated entity」に日本法上の法人に相当

する地位を付与する規定を置いている。すなわち，ワシントン州事業

法人法（「Washington Business Corporation Act」（甲２５の１及び

２）。以下「州事業法人法」という。）は，「corporation」について

個人と同じ能力（the same powers as an individual）を有すると規

定した上で（23B.03.020(2)），その「corporation」の定義について，
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「「Corporation」又は「domestic corporation」は，この法律の規定

によって法人化された（incorporated）営利の corporation を意味し，

社会的目的の corporation を含み，外国の corporation を含まない。」

（23B.01.400(5)）と規定しており，州事業法人法の規定によって

「incorporated」されているか否かによって，個人と同じ権利能力が

付与される「corporation」であるか否かが決まるものとしている。そ

うすると，「incorporated」された事業体が「日本法上の法人に相当

する法的地位」を付与された事業体であるということになる。 

 そして，事業体が「incorporated entity」又は「unincorporated 

entity」のいずれかに二分されていることからすれば，ある事業体が

「incorporated entity」でなければ，「unincorporated entity」に

該当し，「日本法上の法人に相当する法的地位」が付与されていない

ことになるところ，州ＰＳ法は，ＬＰＳを含む「partnership」が

「incorporated entity」に該当するものとは定めていない。 

 Ａ１５教授も，米国ワシントン州の事業体につき「corporation」が

「incorporated entity」に該当する一方，ＧＰＳやＬＰＳといった

「partnership」は「unincorporated entity」に該当するとして，明

確に両者を区別している（Ａ１５教授意見書（甲４９）７頁，訳文８

頁）。 

ｂ ワシントン州法上「unincorporated entity」であるＬＰＳには自然

人と同様の一般的な権利能力は付与されていないこと 

 Ａ１５教授が述べるように，ＬＰＳを含む「 partnership」は

「unincorporated entity」であるから，州ＰＳ法には，州事業法人法

と異なり，「partnership」が個人と同じ能力を有する（the samepowers 

as an individual）といった規定は置かれていない。 

 その代わりに，「partnership」については，事業の遂行に当たって
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必要な能力として，財産の取得（州ＰＳ法 25.05.060）や訴訟能力（州

ＰＳ法 25.05.130）等の能力が個々に認められている。ＬＰＳの権利能

力は，自然人と同様に一般的に認められているわけではなく，活動の

便宜のために，事業体の一般的な性質とは別に，個別に認められてい

るにすぎないのである。 

 このような設立根拠法令の規定ぶりからして，「unincorporated 

entity」である「partnership」（ＬＰＳを含む。）には，

「incorporated entity」である「corporation」とは異なり，「日本

法上の法人に相当する法的地位」を付与されていないことが明らかで

ある。 

ｃ 米国私法上「unincorporated entity」であるＬＰＳは訴訟手続上独

立した主体として扱われない場面があること 

  「incorporated entity」であるか「unincorporated entity」であ

るかが米国法上の「日本法上の法人に相当する法的地位」の有無と関

係することは，「incorporated entity」であるか否かによって，事業

体に対する連邦裁判所の管轄の決定方法が異なることからしても明ら

かである。 

 すなわち，米国では，連邦裁判所の管轄が認められる場合として，

連邦法の問題が生ずる場合か，又は異なる州の市民が関与する場合（州

籍相違管轄（diversity jurisdiction））があるとされているところ，

このうち，州籍相違管轄の有無については，訴訟当事者の州籍

（citizenship）の判定を行う必要がある。この州籍の判定につき，

「incorporated entity」である「corporation」については，事業体

が設立された州及び主たる事業所を有する州に州籍を有するものとさ

れるのに対し，ＬＰＳを始めとする「unincorporated entity」につい

ては，事業体の構成員に着目して州籍を考え，各構成員が州籍を有す
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るあらゆる州に事業体の州籍が認められている（Ａ１５教授意見書（甲

４９）７～８頁，訳文８～９頁）。 

 「unincorporated entity」の州籍の判定を行うに当たって，事業体

そのものではなく，事業体の各構成員の州籍に着目することは，

「unincorporated entity」が構成員から全く独立した存在ではないも

のとして扱われていることを示している。 

  また，事業体の訴訟当事者能力に関しても，連邦民事訴訟規則上，

事業体が「incorporated entity」であれば，自然人と同様，設立地（自

然人の住所地に相当するもの）の準拠法に基づき訴訟当事者能力が決

定されるのに対し，「 partnership」その他の「 unincorporated 

association」については，組織体の設立準拠法ではなく，裁判所所在

地の法律によって訴訟当事者能力が定められるものとされている。こ

のように，「unincorporated」とされる事業体には，設立根拠法令で

はなく訴訟手続法により初めて訴訟当事者能力が付与されるという，

「incorporated entity」とは異なる建付けが採られている。 

 このような訴訟当事者能力の扱いからすると，米国の法制度の仕組

みにおいて，「unincorporated entity」である本件各ＬＰＳが，訴訟

手続上構成員から独立した主体として自然人の場合と同様に扱われる

「incorporated entity」と区別されていることは明らかである。 

ｄ 以上のとおり，Ａ１５教授の意見書を踏まえれば，本件各ＬＰＳの

設立根拠法令上，「partnership」である本件各ＬＰＳに「日本法上の

法人に相当する法的地位」が付与されているか否かは，個人と同じ権

利能力を有し，事業体単位で州籍が決定される「incorporatedentity」

であるか，又は法の規定によって個別的に権利能力を付与されるにす

ぎず，州籍も構成員に着目して決定される「unincorporatedentity」

であるかによって判断することが可能であり，これらのうち
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「unincorporated entity」である本件各ＬＰＳに「日本法上の法人に

相当する法的地位」を付与されていないことは明白である。 

(ウ) 租税条約においてもＬＰＳを含む「partnership」に「日本法上の法

人に相当する法的地位」を付与されているとは解されないこと 

ａ 米国におけるＬＰＳの法的地位を検討する上で租税条約の文言が参

照されるべきこと 

 米国のＬＰＳが「日本法上の法人に相当する法的地位」を付与され

ているか否かを判断するに当たっては，平成２７年最高裁判決自体，

判断基準１を導くに当たり，「国際的な法制の調和の要請等を踏まえ

る」としているのであるから，日米双方の組織体の法的地位に着目し

た上でその課税取扱いを定めた「所得に対する租税に関する二重課税

の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との

間の条約」（平成１６年条約第２号。以下「日米租税条約」という。）

の規定内容を検討することは必須というべきであり，日米租税条約上

の取扱いも，判断基準１のいう「法制の仕組み」として検討される必

要がある。 

 また，我が国の法制度と比較して，外国事業体を当該外国がどのよ

うに捉えているかを把握する意味では，外国事業体に係る条約，例え

ば日米租税条約上の外国事業体の取扱いを考慮することが有用である。 

 日米租税条約は，日本と米国の両政府の間で，所得に対する租税に

関し，二重課税を回避し，脱税を防止することを目的として，「両国

において課税上の取扱いが異なる事業体に関する条約の適用関係を具

体的に明らかにする」ために締結されたものである（甲２１（１頁））。

日米租税条約が，我が国においては，所得税及び法人税に適用される

ものであって，我が国の租税法体系の一環を成す法規範であることに

照らせば，原則として，日米租税条約で用いられた事業体の分類に係



26 

 

る法概念は，所得税法及び法人税法上の概念と同義であると解すべき

である。 

 しかも，租税条約は，各締結国の租税法規やその前提となる私法上

の法制度が各締結国間で異なることを考慮しつつ，各締結国の課税権

を調整して国際的二重課税を回避等するためのものであって，各締結

国の公用語によりそれぞれ正文が作成されるものであるから，租税条

約の正文で同一概念を示すものとして用いられた各締結国の公用語に

よる概念は，その法的地位を踏まえた上で，各締結国間で対応関係が

あるように規定されているものと解される。 

ｂ 本件各ＬＰＳを含む「partnership」は日米租税条約上「組合」と位

置付けられており「法人」とされていないこと 

 「partnership」である本件各ＬＰＳの法的地位を検討するに当たっ

ては，「partnership」が日米租税条約の日本語の正文ではどのような

事業体に対応するものとされているのか，また，日本の「法人」ない

し「法人格を有する団体」が日米租税条約の英語の正文ではどのよう

な事業体に対応させられているのかを参照する必要がある。 

 そこで，日米租税条約（日米租税条約の議定書を含む。）の各正文

を対比すると，日米租税条約３条１項⒠で「company」には「法人」と

いう用語が，同⒡で「body corporate」には「法人格を有する団体」

という用語が，日米租税条約の議定書２項で「partnership」には「組

合」という用語が，それぞれ同一概念を指すものとして規定されてい

る。 

 我が国では「組合」は法人格を有しない団体であるが，租税条約の

締結過程において両国政府間で当然に概念のすり合わせがされたと考

えられることからすれば，米国政府も，米国法では「partnership」は

法人格を有するものではないとの理解の下に，「組合」という用語に
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「partnership」という用語を対応させたものと考えられる。 

 米国政府が「partnership」は法人格を有しないものと考えていたか

らこそ，日本語の「組合」という用語に「partnership」という用語を

対応させたのだとすれば，米国の法制において，「partnership」は法

人格を有しない事業体であると取り扱われており，米国において，本

件各ＬＰＳを含む「partnership」に「日本法上の法人に相当する法的

地位」が付与されていないことは明白である。 

 なお，日米租税条約において上記のように規定されているほか，我

が国においても，「corporation」が「法人」，「partnership」が「組

合」にそれぞれ対応するものとして説明されてきていることから，米

国の「partnership」は，我が国でも，「日本法上の法人に相当する法

的地位」を有しないものとして理解されてきたものである。 

(エ) 以上を踏まえ，本件において，判断基準１を適用し，州ＬＰＳ法

及び州ＰＳ法に加え，州事業法人法，米国の訴訟手続上の取扱い，日

米租税条約等の規定の文言や法制の仕組みを具体的に検討すれば，①

米国ワシントン州及び米国の各法制では，法人格の有無に応じて，事

業体を「incorporated entity」と「unincorporated entity」に二分

し，前者を法人に相当するものとして位置付けているところ，本件各

ＬＰＳは後者の「unincorporated entity」に該当するものであり，②

日米租税条約では，「partnership」に我が国の非法人である「組合」

という用語が当てられており，米国においてＬＰＳを含む「partnership」

が日本の非法人に相当するものとして位置付けられていることがうか

がわれることから，本件各ＬＰＳの準拠法であるワシントン州法及び

米国私法によれば，本件各ＬＰＳが，その設立根拠法令において「日

本法上の法人に相当する法的地位…を付与されていないことが疑義の

ない程度に明白」であり，判断基準２を検討するまでもなく，本件各
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ＬＰＳは「外国法人」に該当しないものというべきである。 

 したがって，平成２７年最高裁判決の判断基準を前提にしても，本

件各ＬＰＳは，我が国の租税法上の「法人」に該当しない。 

ウ 平成２７年最高裁判決が言い渡される前の原告の主張の要旨 

(ア) 我が国の租税法上の法人は，準拠法上法人格を付与され，かつ，事

業損益の帰属すべき主体とされる事業体であると解すべきこと 

ａ 法人格形式基準 

 我が国の民法，国際私法及び租税法の解釈として，外国の法令に準

拠して設立された事業体の法人該当性は，我が国の私法上及び租税法

上の内国法人と同じく，原則として，当該外国の法令の規定内容から，

その準拠法である当該外国の法令によって法人とする（法人格を付与

する）旨を規定されていると認められるか否か（法人格形式基準）に

より判断されるべきであり，この理解は，平成１２年の総理府（当時）

の税制調査会の答申や下級審裁判例において支持されてきたものであ

る。 

ｂ 損益帰属基準 

 我が国の租税法上「法人」として扱われることが予定されない，損

益の帰属すべき主体でない事業体を我が国の租税法上の「法人」概念

から除外するため，法人格形式基準による判断を検証するものとして，

当該事業体が明らかに損益の帰属すべき主体（その構成員に直接その

損益が帰属することが予定されない主体）として設立が認められたも

のといえるか否か（損益帰属基準）による判断も行い，この基準によ

っても損益の帰属が肯定される場合に限り，我が国の租税法上の法人

に該当すると解すべきである。 

(イ) 本件各ＬＰＳは我が国の租税法上の法人に該当しないこと 

ａ 日米両国の法概念を対照した日米租税条約において，「法人」は
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「company」とされ，ＬＰＳがそうであるところの「partnership」は

我が国において「法人以外の団体（any other body of person）」で

ある「組合」に相当するものとされている。この理解は，ＬＰＳの設

立準拠法である米国法（連邦法及びワシントン州法）の取扱いや，コ

モン・ローとシビル・ローとの間の法体系の相違を踏まえた学術的考

察の結果とも整合するものであり，我が国の「法人」に相当する準拠

法上の概念を特定するものとして極めて合理的である。そして，我が

国においても，日米租税条約に現れているような「法人」概念の対応

関係が一般的に支持，受容されており，ＬＰＳについては我が国の「法

人」に該当しないものと理解されていることが明らかである。 

 また，州ＬＰＳ法は，損益がＬＰＳではなく構成員に直接帰属する

ことを想定しており，本件各ＬＰＳ契約上も損益が構成員に直接帰属

するものとされているから，本件各ＬＰＳは損益の帰属すべき主体で

はない。 

 このように，本件各ＬＰＳは我が国の「組合」に相当する概念であ

る「partnership」であって，本件各ＬＰＳを我が国の「法人」に相当

する概念と定めている規定は見当たらない上，租税法上「法人」とみ

るための前提である損益帰属の実態も欠いているから，本件各ＬＰＳ

が我が国の租税法上「法人」に該当しないことは明らかである。 

ｂ また，仮に被告の主張に係る基準によるとしても，準拠法上ＬＰＳ

が「法人格のない団体」に分類されている事実を無視すべきではなく，

本件各ＬＰＳは実質的にみても我が国の「組合」に相当するものであ

って，我が国の「法人」には認められない性質を多数備えているから，

本件各ＬＰＳが「法人」に該当し得ないとの結論は変わらない。 

(2) 争点(2)（本件各不動産事業により生じた損益を原告の不動産所得の金額

の計算上収入金額又は必要経費に算入することの可否）について 
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（被告の主張の要旨） 

ア 本件各ＬＰＳは，我が国の租税法上の「法人」に該当するものであるか

ら，本件各ＬＰＳが行う不動産に係る事業により生ずる損益は，その事業

を行った本件各ＬＰＳに帰属する。 

したがって，本件各ＬＰＳが行った本件各不動産事業に基因して原告に

損益が分配されているとしても，これらが不動産所得としての性質を有し

たまま原告に帰属することはなく，当該損益は，原告の不動産所得の金額

の計算における収入金額又は必要経費に該当せず，これらに算入すること

はできない。また，本件各物件に係る減価償却費についても，不動産所得

の金額の計算における必要経費に算入する余地はない。 

イ 本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かの点をお

くとしても，本件各物件は，原告の「有する」減価償却資産（所得税法４

９条１項）に当たらないから，所得税法の減価償却資産に関する各規定か

らも，原告が本件各物件に係る減価償却費を必要経費に算入することは認

められない。 

 すなわち，減価償却資産を「有する」とは，一般的には，当該減価償却

資産につき，私法上，所有権を有することを意味すると解すべきであるとこ

ろ，州ＰＳ法が，パートナーシップにより取得された財産はパートナーシッ

プの財産でありパートナーはパートナーシップ財産の共同所有者とならない

旨を定めていること及び本件各ＬＰＳに係る契約内容その他の各事実によれ

ば，本件各物件を本件各年分の各１２月３１日において「所有」していたの

は，原告ではなく，本件Ａ２－ＬＰＳ物件については▲・ビル事業者（▲ 

Building Entity）外３名の事業者（以下「本件Ａ２－ＬＰＳ物件名義人」と

いう。），本件Ａ３－ＬＰＳ物件についてはＡ３－ＬＰＳ，本件Ａ４－ＬＰ

Ｓ物件についてはＡ４－ＬＰＳ，本件Ａ５－ＬＰＳ物件についてはＡ５－Ｌ

ＰＳであり，本件各物件は，原告の「有する」減価償却資産に当たらない。 
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 原告は，本件各物件を実質的に所有していた旨主張するが，原告は，本

件各物件につき共有持分としての財産的権利を何ら有しないものである上，

原告が主体的に不動産投資事業を行っていたとは証拠上認められないこと

などから，原告の上記主張は理由がない。 

ウ 仮に本件各ＬＰＳが営む不動産に係る事業により生ずる損益が原告に直

接帰属すると認められる場合であっても，本件各ＬＰＳのＬＰである原告が割

当てを受けた計算上の損失がその出資の額を超えている場合において，原告が

当該損失の額のうち必要経費に算入できる金額は，出資の額を限度とする額に

とどまる。すなわち，不動産所得に係る必要経費は，個人の純資産を減少させ，

その担税力を減殺させるものであることを前提とするものであり，当該個人が

実際に負担することのない費用は所得税法３７条１項の必要経費に該当しない

ところ，ある事業体が，有限責任の構成員に持分割合等に応じた損失を割り当

てたとしても，有限責任の構成員においては，出資の額を超えて債務（負債）

を負うことはないことからすると，その割り当てられた損失のうち，当該構成

員の投下資本（出資の額）を超える部分については，当該構成員の所得金額の

計算上，収入金額から控除される必要経費に該当せず，課税上考慮する必要は

ない。 

（原告の主張の要旨） 

ア 前述のとおり，本件各ＬＰＳは我が国の租税法上の法人に該当せず，そ

の稼得した損益は構成員に対し課税されるべきものである。 

 そして，本件各ＬＰＳは，いずれも不動産の所有，運営，管理，保有，

売却等をその目的とし，その保有する米国不動産を賃貸するなどして収益

を稼得している。したがって，本件各ＬＰＳが稼得し，原告を含む構成員

に配賦された損益が，不動産所得に分類されるべきことは明らかである。 

 そして，原告及びＡ１は，専ら米国の不動産に係る事業を営むために，

本件各ＬＰＳを含む米国のＬＰＳの持分を取得し，本件各ＬＰＳを含む米
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国のＬＰＳを通じて，本件各物件を含む米国の不動産の割合的所有権を取

得して米国の不動産に係る事業を行い，その成果として本件各ＬＰＳから

損益の配賦を受けてきたのであるから，当該損益が原告の不動産所得とな

ることは明らかである。 

イ 被告は，原告が本件各物件を「有する」（所得税法４９条１項）もので

はないと主張するが，納税者が形式的には減価償却資産の所有名義人では

なかったとしても，そのことは直ちに減価償却資産該当性を否定すること

を意味しない。 

 すなわち，本件各物件のワシントン州法上の所有名義人が本件各ＬＰＳ

（ただし，本件Ａ２－ＬＰＳ物件については，本件Ａ２－ＬＰＳ物件名義

人。以下本項において同じ。）であるとしても，本件各ＬＰＳは，いずれ

も損益が帰属すべき主体ではなく，その損益は，本件各ＬＰＳの持分割合

に応じて構成員である原告に直接帰属するもので，原告は，本件各ＬＰＳ

の構成員として，本件各ＬＰＳを通じ，自ら主体的に自己の事業として米

国の不動産に係る事業を行っていることからすれば，原告は，我が国の任

意組合の組合財産として不動産を所有し，その組合員として不動産に係る

事業を行っていたのと同様に，米国において，本件各ＬＰＳを通じて本件

各物件を実質的に所有しているものといえる。 

 また，減価償却資産該当性は，納税者が自らの事業の用に供している当

該減価償却資産に対して資本を投下したか否かによって決まることになる

ところ，本件のようにこのような資本の投下が認められる場合は，当該減

価償却資産を「有する」場合に該当し，減価償却費の計上も許されるべき

であるから，被告の主張は根拠がない。 

ウ 被告は，有限責任を理由として，出資の額を超える損失の額の必要経費

への算入が制限されると主張するが，本来は「別段の定め」なくして採り

得ない制限を法令上の根拠なくして当然に認めるという租税法の解釈論と
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して成り立たない主張であって，減価償却費の理論的な意義から判断した

としてもおよそ正当性を欠くものであるから，上記の主張が認められる余

地はない。 

(3) 争点(3)（国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」の有無）につい

て 

（原告の主張の要旨） 

ア 国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」が認められるのは，真に

納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり，適法に申告し

納税した者との間の客観的不公平の実質的な是正や，適正な申告納税の実

現を図るという過少申告加算税の趣旨に照らしても，なお，納税者に過少

申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合であると解される（最

高裁平成１７年（行ヒ）第９号同１８年４月２０日第一小法廷判決・民集

６０巻４号１６１１頁）。 

 また，国税庁長官が発遺した平成１２年７月３日付け「申告所得税の過

少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて（事務運営指針）」（平

成１２年課所４－１６ほか。甲１１０。以下「本件事務運営指針」という。）

の記載に照らせば，十分な資料の提出がされた上での申告指導に従って確

定申告を行った場合に，これを信ずることにつきやむを得ないと認められ

る事情があったときには，「正当な理由」が認められるべきである。 

イ(ア) 本件につき原告による各確定申告がされた当時において，私法や米

国の法制度について一般的に参照される主要な文献や国際税務に関する

論稿に，ＬＰＳは「法人」ではないとの見解が多数現れており，財務省

や平成１２年の総理府（当時）の税制調査会（以下「税制調査会」とい

う。）も，ＬＰＳは「法人」でないため，現行法上ＬＰＳに対し法人課

税を行うことはできないと理解していたものであり（大蔵省（当時）主

税局が作成して税制調査会法人課税小委員会の討議用資料として提出し
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た平成１２年４月２８日付け「法人税制関係資料―法人税の現状と課題

―」（甲３０。以下「本件討議用資料」という。），税制調査会が作成し

た同年７月１４日付け「わが国税制の現状と課題―２１世紀に向けた国

民の参加と選択―」答申（甲１２。以下「本件答申」という。）等），他

方，米国のパートナーシップやその一種であるＬＰＳが「法人」である

との解釈が有力に主張されていたという形跡は見当たらず，米国のＬＰ

Ｓは「法人」に該当しないとの理解は確立していた。 

(イ) 税務当局関係者が，税務実務上，外国のパートナーシップが任意組

合や匿名組合のような法人格を有しない事業体として取り扱われている

ことを明らかにしているほか（甲１８，５５），公認会計士や弁護士等

の実務家も，ＬＰＳは税務上「法人」に該当しないものと理解していた

ものであり，税務実務上も，米国のＬＰＳは「法人」に該当しないもの

として取り扱われていた。 

(ウ) 原告及びＡ１（以下「原告ら」という。）が米国の不動産に係る事

業を開始した当初の時点では，原告らは，ＬＰＳを介することなく，米

国の不動産の持分権を直接保有していた（甲４（４頁））。 

 その後，平成６年頃から，原告らは，米国ＬＰＳを通じて米国の不動

産（割合的所有権）を取得するようになり，原告は，それ以降，原告個

人又はＡ１の代表取締役社長ないし取締役会長として，本件各更正処分

が課された平成２３年３月１０日に至るまでの約１７年間もの間，原告

らがＬＰとなった米国のＬＰＳ（本件各ＬＰＳを含む。）は「法人」に

該当せず，ＬＰＳの損益を原告の不動産所得として計上できること（Ａ

１については，ＬＰＳが保有する不動産の減価償却費を損金に算入でき

ること）を前提として，米国の不動産に係る事業による所得を継続して

申告してきたものであり，Ａ１に対して申告是認通知書（甲１０２，１

０３）も発出されていた。 
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 この間，保土ケ谷税務署の税務職員は，平成１８年２月頃からＡ１に

対する税務調査を行い，Ａ１が本件各ＬＰＳを介して本件各物件を保有

していたことを示す資料を精査した上で，同年４月２６日には，Ａ１に

対し，「Ａ１株式会社の申告審理における指導事項について」と題する

書面（甲１０４。以下「本件指導文書」という。）及び添付資料（甲１０

６）を交付し，Ａ１の平成１８年３月期の法人税の確定申告について具

体的かつ詳細な指導をしたが，その内容は，原告が米国ワシントン州の

ＬＰＳを介して保有していた米国の不動産の償却費や米国の不動産に係

る事業の損益を，原告自身の償却費や損益として計上するよう指導する

もので，米国のＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」に該当しないこと

を前提とするものであった。そのため，上記申告指導を受けたＡ１は，

米国のＬＰＳは「法人」に該当しないことを前提とする従来の確定申告

を継続した。 

 そして，原告も，上記申告指導を踏まえ，米国のＬＰＳが「法人」に

該当しないことを前提に，平成１８年分以降も従来どおりの確定申告を

継続したものであり，本件各年分の確定申告においても従前と同様に，

不動産所得の所得金額の計算上，本件各物件の減価償却費を必要経費の

額に算入して所得税の確定申告をした。 

 このように，①原告らは，平成６年頃から共同して米国の不動産に係

る事業を営んできたこと，②保土ケ谷税務署による上記申告指導に直接

対応したのは，Ａ１の代表者で経営者であった原告であったこと，③米

国のＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かは，法人税

に特有の事柄ではなく，所得税でも同様に当てはまる事項であって，適

用法令に基づく差異は生じないこと等からすれば，Ａ１の代表者として

上記申告指導に直接対応してきた原告が本件各ＬＰＳを含む米国のＬＰ

Ｓは我が国の租税法上の「法人」に該当しないものと理解して自らの所
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得税の確定申告をしたことにはやむを得ないと認められる事情がある。 

さらにいえば，上記(ア)及び(イ)のとおりの税務当局の見解及び実務

上の取扱いに沿った上記申告指導を受けたことから，原告としては，自

らの確定申告が税務当局の見解及び実務上の取扱いに沿ったものである

との意を更に強くしていたものである。 

(エ) 加えて，本件各年度に係る確定申告の時点では，米国のＬＰＳが我

が国の租税法上の「法人」に該当するとした裁判例はなく，原告が従前

の確定申告の内容を変更すべき契機も存在しなかったもので，むしろ上

記申告後に現れた複数の裁判例において米国デラウェア州法に基づいて

設立されたＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」に該当しない旨の判断

がされていることからすれば，原告が依拠した見解が相応の根拠を有す

るものであったといえる。 

ウ 以上からすれば，このような原告に過少申告加算税を賦課することは不

当又は原告に酷に過ぎるものであって，原告が本件各ＬＰＳを「法人」で

ないものとして各確定申告をしたことには「正当な理由」がある。 

（被告の主張の要旨） 

ア 国税通則法６５条４項にいう「正当な理由があると認められる」場合と

は，前掲最高裁平成１８年４月２０日第一小法廷判決を始めとする数多く

の判例及び裁判例を踏まえると，真に納税者の責めに帰することができな

い客観的な事情があり，過少申告加算税の趣旨に照らしても，なお，納税

者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうのであ

り，納税者側の主観的な事情，法の不知又は解釈の誤りは含まれないと解

される。 

イ(ア) 原告の主張に係る本件討議用資料については，米国のＬＰＳが我が

国の租税法上の法人に含まれないことを明言するものではなく，また，

政府の公の見解が表明されたものでもない。そうすると，原告が，仮に
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当該資料の記載を見て本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当し

ないと考えたとしても，それは，資料の記載内容を正解せずに，米国に

おける取扱いが我が国においても直ちに妥当すると誤解したところでさ

れたものにすぎず，納税者側の主観的な事情によるものというべきであ

るから，真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはい

えない。 

(イ) また，原告は，税務実務上も米国のＬＰＳは「法人」に該当しない

ものとして取り扱われていたとする理由として，税務当局関係者が法人

格を有しない事業体として取り扱われていることを明らかにしているほ

か，税務実務家も「法人」に該当しないものと理解していたと主張する。

しかし，税務当局関係者や税務実務家の文献の中には，米国の州法に基

づくＬＰＳが「法人」ではない旨の記述がされているものがあるが，こ

れらが税務当局の公式見解でないことは明らかであり，それだけで，租

税実務上，米国ワシントン州のＬＰＳが我が国の租税法上の法人と同等

の事業体ではないとの理解が広く共有されていたとまでは認められない。

そうすると，原告の上記主張は，結局，原告の見解に沿う部分にのみ着

目し，本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当しないと考えたに

すぎず，主観的な事情によるものというべきであるから，真に納税者の

責めに帰することのできない客観的な事情とはいえない。 

(ウ) さらに，原告は，保土ケ谷税務署の税務職員が，Ａ１に対する税務

調査において，Ａ１が本件各ＬＰＳを介して本件各物件を保有していた

ことを示す資料を精査した上で，米国のＬＰＳが我が国の租税法上の「法

人」に該当しないことを前提とする申告指導をしたものであり，原告に

よる確定申告も是認されてきた旨主張する。 

 しかしながら，同税務署の職員は，Ａ１が提出した平成１７年３月期

に係る法人税の確定申告書の記載内容について形式的な審査を行い（い
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わゆる申告審理），その結果，計算方法等の形式的な誤りがある可能性

があると思われたことから，そのような誤りの有無を確認する限りで必

要な資料の自発的な提示を求めたにすぎず，Ａ１に対し「税務調査」を

行った事実はなく，そもそもＡ１は上記職員が求めた資料の全てを提出

しなかったというべきであり，また，仮にＡ１が上記職員に米国の不動

産に関する何らかの資料を提出していたとしても，上記職員は，Ａ１の

平成１７年３月期に係る確定申告書の申告内容を前提とした場合におけ

る所得金額の計算方法等の誤りの有無を確認する目的でＡ１に資料の提

出を求めたのであって，本件各ＬＰＳの法人該当性を検討するために資

料の提出を求めたものではないから，上記職員は，本件各ＬＰＳの我が

国の租税法上の法人該当性については判断していなかったというべきで

ある。 

 また，本件指導文書は，法律上の根拠を有しない便宜の供与という事

実上のものである上，「貴社の国外源泉所得が利子・配当でなく事業所

得であるとすると」と記載されているとおり，一定の前提を置いた上で

Ａ１に対し申告指導をしたものにすぎず，本件各ＬＰＳの法人該当性に

関する課税庁の公的な見解を示したものではない。 

 さらに，申告是認通知書等（甲１０２，甲１０３）は，その発出当時

の法令上，何ら法律上の根拠があるものではなく，納税者に対する便宜

の供与のための事実上の行為であって，納税者に対し法律上の効果を発

生させるようなものではなく，納税者の申告に対する一応の見解を表明

するものにすぎず，課税庁が当該年度につき将来更正等の処分をしない

ことまでも約束する趣旨のものではない上，異なる年度についてまで申

告是認通知書等の対象となった事業年度と同様の処置を執ることを明ら

かにしたものでもない。 

 そして，原告の提出する資料は，いずれも原告とは別の納税主体であ
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るＡ１に係るものであり，かつ，本件各年分に関するものでもない。そう

すると，仮に，原告が本件各ＬＰＳにつきＡ１と同様の経理処理及び申告

をしており，原告が，Ａ１の申告内容やＡ１に対する税務調査の内容等か

ら，「米国のＬＰＳを我が国の租税法上の「法人」に該当しないものとす

る取扱いは，長年にわたり課税庁に是認されてきた」との認識を持ってい

たとしても，それは飽くまで原告の主観的な事情にすぎないというべきで

ある。 

ウ したがって，原告の主張する事情は，原告の主観的事情や法の不知ない

し解釈の誤りというべきものであって，真に納税者の責めに帰することの

できない客観的な事情があり，過少申告加算税の趣旨に照らしても，なお，

納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえ

ないから，通則法６５条４項にいう「正当な理由」があるとの原告の主張

は失当である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（本件各ＬＰＳが所得税法２条１項７号に定める外国法人に該当する

か否か）について 

(1) 我が国の租税法上の法人該当性に関する判断の枠組み 

ア 本件においては，本件各ＬＰＳが行う本件各不動産事業により生じた所

得が本件各ＬＰＳ又は原告のいずれに帰属するかが争われているところ，

複数の者が出資をすることにより構成された組織体が事業を行う場合にお

いて，その事業により生じた利益又は損失は，別異に解すべき特段の事情

がない限り，当該組織体が我が国の租税法上の法人に該当するときは当該

組織体に帰属するものとして課税上取り扱われる一方で，当該組織体が我

が国の租税法上の法人に該当しないときはその構成員に帰属するものとし

て課税上取り扱われることになるから，本件における上記の所得の帰属を

判断するに当たっては，本件各ＬＰＳが所得税法２条１項７号に定められ
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ている外国法人として我が国の租税法上の法人に該当するか否かが問題と

なる。 

イ 我が国の租税法は組織体のうちその構成員とは別個に租税債務を負担さ

せることが相当であると認められるものを納税義務者としてその所得に課

税するものとしているところ，ある組織体が法人として納税義務者に該当

するか否かの問題は我が国の課税権が及ぶ範囲を決する問題であることや，

所得税法２条１項７号が法人に係る諸外国の立法政策の相違を踏まえた上

で外国法人につき「内国法人以外の法人」とのみ定義するにとどめている

ことなどを併せ考慮すると，我が国の租税法は，外国法に基づいて設立さ

れた組織体のうち内国法人に相当するものとしてその構成員とは別個に租

税債務を負担させることが相当であると認められるものを外国法人と定め，

これを内国法人等とともに自然人以外の納税義務者の一類型としているも

のと解される。このような組織体の納税義務に係る制度の仕組みに照らす

と，外国法に基づいて設立された組織体が所得税法２条１項７号に定める

外国法人に該当するか否かは，当該組織体が日本法上の法人との対比にお

いて我が国の租税法上の納税義務者としての適格性を基礎付ける属性を備

えているか否かとの観点から判断することが予定されているものというこ

とができる。そして，我が国においては，ある組織体が権利義務の帰属主

体とされることが法人の最も本質的な属性であり，そのような属性を有す

ることは我が国の租税法において法人が独立して事業を行い得るものとし

てその構成員とは別個に納税義務者とされていることの主たる根拠である

と考えられる上，納税義務者とされる者の範囲は客観的に明確な基準によ

り決せられるべきであること等を考慮すると，外国法に基づいて設立され

た組織体が所得税法２条１項７号に定める外国法人に該当するか否かにつ

いては，上記の属性の有無に即して，当該組織体が権利義務の帰属主体と

されているか否かを基準として判断することが相当であると解される。 
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 その一方で，諸外国の多くにおいても，その制度の内容の詳細には相違

があるにせよ，一定の範囲の組織体にその構成員とは別個の人格を承認し，

これを権利義務の帰属主体とするという我が国の法人制度と同様の機能を

有する制度が存在することや，国際的な法制の調和の要請等を踏まえると，

外国法に基づいて設立された組織体につき，設立根拠法令の規定の文言や

法制の仕組みから，日本法上の法人に相当する法的地位が付与されている

こと又は付与されていないことが疑義のない程度に明白である場合には，

そのことをもって当該組織体が所得税法２条１項７号に定める外国法人に

該当する旨又は該当しない旨の判断をすることが相当であると解される。 

 以上に鑑みると，外国法に基づいて設立された組織体が所得税法２条１

項７号に定める外国法人に該当するか否かを判断するに当たっては，まず，

より客観的かつ一義的な判定が可能である後者の観点として，①当該組織

体に係る設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから，当該組織体が当

該外国の法令において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されてい

ること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白であるか否かを

検討することとなり（判断基準１），これにより判断できない場合には，

次に，当該組織体の属性に係る前者の観点として，②当該組織体が権利義

務の帰属主体であると認められるか否かを検討して判断すべきものであり，

具体的には，当該組織体の設立根拠法令の規定の内容や趣旨等から，当該

組織体が自ら法律行為の当事者となることができ，かつ，その法律効果が

当該組織体に帰属すると認められるか否かという点を検討することとなる

（判断基準２）ものと解される（以上につき，平成２７年最高裁判決参照）。 

(2) 米国ワシントン州のＬＰＳ関係法令及び本件各ＬＰＳ契約等の定め 

   前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，米国ワシント

ン州のＬＰＳに関する関係法令（以下「ＬＰＳ関係法令」という。）及び本

件各ＬＰＳ契約等には，次のとおりの定めがあるものと認められる。なお，
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英米法上の一般的な概念の意義並びに当該各法令及びその規定の趣旨や文脈

等に照らし，以下の認定に反する当事者の主張は採用することができない。 

ア 米国ワシントン州のＬＰＳ関係法令の定め 

(ア) 州ＬＰＳ法（乙７） 

ａ 定義（25.10.010） 

⒜ 「ジェネラル・パートナー」（ＧＰ）とは，パートナーシップ契約

に従い，ＧＰとしてＬＰＳに認められ，ＧＰとしてＬＰＳの証明書

において指名された者（person）をいう（25.10.010(5)）。 

⒝ 「リミテッド・パートナー」（ＬＰ）とは，パートナーシップ契約

に従い，ＬＰとしてＬＰＳに認められた者（ person）をいう

（25.10.010(6)）。 

⒞ 「リミテッド・パートナーシップ」（ＬＰＳ）及び「州内リミテッ

ド・パートナーシップ」とは，米国ワシントン州の法律に基づき２

名以上の者（persons）によって設立され，１名以上のＧＰ及び１名

以上のＬＰを有するパートナーシップをいう（25.10.010(7)）。 

⒟ 「パートナー」とは，ＬＰ又はＧＰをいう（25.10.010(8)）。 

⒠ 「パートナーシップ契約」とは，ＬＰＳの事業及びその事業運営

に関する書面又は口頭によるパートナー間の有効な契約をいう

（25.10.010(9)）。 

⒡ 「パートナーシップの持分（partnership interest）」とは，Ｌ

ＰＳの利益及び損失に関するパートナーへの割当て及びパートナー

シップの財産の分配を受領する権利をいう（25.10.010(10)）。 

⒢ 「者（person）」とは，個人，コーポレーション（corporation），

事業信託，遺産財団，信託，パートナーシップ，リミテッド・ライ

アビリティー・カンパニー，アソシエーション，ジョイントベンチ

ャー，政府又はその部局，外局若しくは補助部門その他の法的又は
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商業上の主体（entity）をいう（25.10.010(11)）。 

ｂ 事業の性質（25.10.060） 

ＬＰＳは，ＬＰのいないパートナーシップが行うことができるあら

ゆる事業を行うことができる。 

ｃ パートナーとパートナーシップとの事業の取引（25.10.070） 

パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き，パートナー

は，ＬＰＳに対して金員を貸し付けることができ，ＬＰＳと他の取引

を行うことができる。この場合において，パートナーは，他の適用さ

れる法令に従い，パートナーでない者（person）が有するのと同様の

権利及び義務を有する。 

ｄ ＬＰの第三者に対する義務（25.10.190） 

25.10.190(4)に定める場合を除き，ＬＰは，自己がＧＰでない限り，

又はＬＰとしての権利若しくは権限の行使に加えてＬＰＳの事業の運

営に参加していない限り，ＬＰＳの義務（the obligations of a 

limited partnership）についての責任を負わない。ただし，ＬＰは，

ＬＰＳの事業の運営に参加する場合において，当該ＬＰの行為により

当該ＬＰがＧＰであると合理的に信じてＬＰＳと取引を行った者に対

してのみ，上記の責任を負う。（25.10.190(1)） 

ＬＰは，ＬＰＳの権利（the right of the limited partnership）

に関して派生する訴訟（以下「派生訴訟」という。）を提起し又は追

行するために法令により要求され又は許容される措置を執ること等を

単に行っただけでは，上記にいう事業の運営に参加したことにはなら

ない（25.10.190(2)(d)）。 

ｅ ＧＰの一般的な権限及び義務（25.10.240） 

⒜ 州ＬＰＳ法又はパートナーシップ契約に別段の定めのある場合を

除き，ＬＰＳのＧＰは，ＬＰを有しないパートナーシップにおける



44 

 

パートナーの権利及び権限を有し，かつ，これらの制限に服する

（25.10.240(1)）。 

⒝ 州ＬＰＳ法に別段の定めのある場合を除き，ＬＰＳのＧＰは，当

該ＬＰＳ及び他のパートナー以外の者に対し，ＬＰを有しないパー

トナーシップにおけるパートナーの義務を負う。州ＬＰＳ法又はパ

ートナーシップ契約に別段の定めのある場合を除き，ＬＰＳのＧＰ

は，当該ＬＰＳ及び他のパートナーに対し，ＬＰを有しないパート

ナーシップにおけるパートナーの義務を負う。（25.10.240(2)） 

ｆ 現物分配（25.10.350） 

パートナーシップ契約に別段の定めのある場合を除き，出資の性格

にかかわらず，パートナーは，現金以外の形式で，ＬＰＳからいかな

る分配も要求し受領する権利を有しない（25.10.350 前段）。 

ｇ パートナーシップの持分の性質（25.10.390） 

パートナーシップの持分は，人的財産権（personal property）であ

る。 

ｈ 州ＬＰＳ法に定めがない場合の規律（25.10.660） 

州ＬＰＳ法に定めがない場合には，州ＰＳ法又はその後継法令の規

定が適用される。 

(イ) 州ＰＳ法（乙８） 

ａ 主体（entity）としてのパートナーシップ（25.05.050） 

パートナーシップは，パートナーとは別個の主体（ an entity 

distinct from its partners）である。 

ｂ パートナーシップの設立（25.05.055） 

 州ＰＳ法以外の法令若しくは旧法令又は他の法域のこれらに相当す

る法令に基づき設立されたアソシエーション（association）は，州Ｐ

Ｓ法に基づくパートナーシップではない（25.05.055(2)）。 
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ｃ パートナーシップの財産（25.05.060） 

パートナーシップにより取得された財産は，当該パートナーシップ

の財産であって，パートナー個人の財産ではない。 

ｄ パートナーシップの代理人としてのパートナー（25.05.100(1)前段） 

 パートナーは，その事業の目的のためのパートナーシップの代理人

（an agent of the partnership）である。 

ｅ パートナーの義務（25.05.125(1)） 

 全ての各パートナーは，権利を主張する者により別段の同意がされ，

又は法令に別段の定めのない限り，連帯して全てのパートナーシップ

の義務（all obligations of the partnership）に対し責任を負う。 

ｆ パートナーの権利及び義務（25.05.150(7)） 

 パートナーは，パートナーシップの代理としてのみ，パートナーシ

ップの財産を使用し又は保有することができる。 

ｇ  パートナーシップの財産の非共同所有者としてのパートナー

（25.05.200） 

パートナーは，パートナーシップの財産の共同所有者ではなく，任

意であるか強制であるかを問わず，いかなる移転可能なパートナーシ

ップの財産における持分も保有しない。 

(ウ) 改正州ＬＰＳ法（乙６０） 

ａ 改正州ＬＰＳ法の定め（後記ｂの経過措置を除く。） 

  別紙４のとおり（後記(3)ア(イ)のとおり，改正州ＬＰＳ法は，本件

各ＬＰＳには適用されず（後記ｂ⒜，⒝参照），本件各ＬＰＳの設立

根拠法令に含まれるものではなく，参考として摘示するもの（後記(3)

ウ(ア)ａ⒜及びｂ⒜参照）である。） 

ｂ 改正州ＬＰＳ法の既存関係への適用関係（25.10.911） 

⒜ ２０１０年（平成２２年）７月１日より前において，改正州ＬＰ
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Ｓ法は，次のものに対してのみ適用される（25.10.911(1)）。 

  ① ２０１０年１月１日以後設立されたＬＰＳ 

  ② 25.10.911(3)及び(4)に別途規定されている場合を除き，２０１

０年１月１日より前に設立され，パートナーシップ契約又は当該

契約を修正する法令に定められている方法により改正州ＬＰＳ法

に服することを選択したＬＰＳ 

⒝ 25.10.911(3)に別途規定されている場合を除き，改正州ＬＰＳ法

は，２０１０年７月１日から，全てのＬＰＳに適用される

（25.10.911(2)）。 

⒞ ２０１０年１月１日より前に設立されたＬＰＳについては，パー

トナーシップ契約又は当該契約を修正する法令に定められた方法に

よりパートナーが別途の選択をしている場合を除き，次の規定が適

用される（25.10.911(3)）。 

① 25.10.021(3)（注・存続期間を無期限とする規定）は適用され

ず，上記ＬＰＳは，２０１０年１月１日の直前に適用される法令

に基づくいかなる存続期間の規律にも服する。 

  ② 上記ＬＰＳは，25.10.201(1)(d)（注・ＬＰＳの証明書の必要的

記載事項）を遵守するためのＬＰＳの証明書の修正を求めること

ができない。 

  ③ 25.10.511 及び 25.10.516（注・ＬＰの脱退の要件及び効果に関

する規定）は適用されず，ＬＰは，上記ＬＰＳからの脱退に関し

て，２０１０年１月１日の直前に存在したものと同一の権限を有

し，同一の結果を伴う。 

  ④ 25.10.521(4)（注・ＧＰの同意による除名に関する規定）は適

用されない。 

  ⑤ 25.10.521(5)（注・ＧＰの裁判による除名に関する規定）は適
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用されず，裁判所は，ＧＰの除名に関して，裁判所が２０１０年

１月１日の直前に有したものと同一の権限を有する。 

  ⑥ 25.10.571(3)（注・解散に関する規定）は適用されず，ＧＰの

脱退と上記ＬＰＳの解散との関係は，２０１０年１月１日の直前

に存在したものと同一である。 

イ 本件各ＬＰＳ契約の定め 

(ア) 本件Ａ２－ＬＰＳ契約（乙１１） 

ａ 目的（５条前段） 

Ａ２－ＬＰＳが営む事業の主要目的及び一般的特徴は，本件Ａ２－ＬＰＳ

物件における所有者持分の全て又は重要な部分を直接的若しくは間接的

に所有し運営し保有することである。 

ｂ ＧＰの総括的代理権及び権限（12.1 条） 

12.8 条及び 12.9 条に規定される事項を除いて，ＧＰは，Ａ２－Ｌ

ＰＳの経営，運営及び管理をし，Ａ２－ＬＰＳの事業及び業務を維持

運営するために適切又は必要とされる全てのことを行い，決定する独

占的権利と権限を有するものとする。その権限は，本件Ａ２－ＬＰＳ

物件並びにその造作の企画，開発，融資，売却，抵当設定，担保，建

設，改良，運営及び維持を含むものとする。ＧＰは，ＧＰに対して本

契約書により付与される特定の権利及び権限に加えて，Ａ２－ＬＰＳ

のために行動し，あるいはＡ２－ＬＰＳを拘束する全ての排他的な権

限及び代理権を含め，現存するあるいは今後改正される州ＬＰＳ法で

規定されるＧＰの全ての権利及び権限を所有し，享受し，行使するこ

とができる。ＧＰの権限と代理権は，Ａ２－ＬＰＳの業務に関連し，

付随する全ての事柄を含むものとする。 

ｃ ＬＰの地位（13 条）及び財産に対する権利がないこと（13.4 条） 

清算その他の場合には，各ＬＰは，現金以外の形式での分配をＡ２
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－ＬＰＳに対して要求したり，又はＡ２－ＬＰＳから受領したりする

権利を持たないものとする。 

ｄ なお，修正Ａ２－ＬＰＳ契約（乙１２）は，同契約によって修正さ

れた部分を除き，本件Ａ２－ＬＰＳ契約は変更がなく，有効である旨

を定めているところ（４条），上記ａないしｃの各条項については修

正がない。 

(イ) 本件Ａ３－ＬＰＳ契約（乙１４） 

ａ 目的（５条前段） 

Ａ３－ＬＰＳが営む事業の主要目的及び一般的特徴は，本件Ａ３－Ｌ

ＰＳ物件を所有し運営し売却することである。 

ｂ ＧＰの総括的代理権及び権限（12.1 条） 

 Ａ２－ＬＰＳ契約（前記(ア)ｂ）と同旨 

ｃ ＬＰの地位（13 条）及び財産に対する権利がないこと（13.4 条） 

Ａ２－ＬＰＳ契約（前記(ア)ｃ）と同旨 

(ウ) 本件Ａ４－ＬＰＳ契約（乙１６） 

ａ 目的（５条前段） 

Ａ４－ＬＰＳが営む事業の主要目的及び一般的特徴は，本件Ａ４－

ＬＰＳ物件を所有し運営し売却することにある。 

ｂ ＧＰの総括的代理権及び権限（12.1 条） 

 Ａ２－ＬＰＳ契約（前記(ア)ｂ）と同旨 

ｃ ＬＰの地位（13 条）及び財産に対する権利がないこと（13.4 条） 

Ａ２－ＬＰＳ契約（前記(ア)ｃ）と同旨 

(エ) 本件Ａ５－ＬＰＳ契約（甲４３） 

ａ 目的（４条） 

 Ａ５－ＬＰＳが営む事業の主要目的及び一般的特徴は，本件Ａ５－

ＬＰＳ物件を所有し運営することである。 
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ｂ ＧＰの総括的代理権及び権限（11.1 条） 

 Ａ２－ＬＰＳ契約（前記(ア)ｂ）と同旨 

ｃ ＬＰの地位（12 条）及び財産に対する権利がないこと（12.4 条） 

Ａ２－ＬＰＳ契約（前記(ア)ｃ）と同旨 

(3) 本件各ＬＰＳに係る我が国の租税法上の法人該当性に関する検討 

ア 米国ワシントン州のＬＰＳ関係法令の適用関係について 

(ア) 州ＬＰＳ法と州ＰＳ法との関係について 

 州ＬＰＳ法 25.10.660 は，同法に定めがない場合，州ＰＳ法（その改

廃があった場合にはその後継法令。以下同じ。）の規定が適用されると

定めている（前記(2)ア(ア)ｈ）。したがって，米国ワシントン州の法令

を準拠法として２０１０年（平成２２年）１月１日より前に設立された

本件各ＬＰＳにおいても，同年７月１日以後に改正州ＬＰＳ法が適用さ

れるまで（前記ア(ウ)ｂ⒝）は，州ＬＰＳ法に定めがある事項について

はその規定が適用され，同法に定めがない事項については州ＰＳ法が適

用されることとなる。 

(イ) 本件各ＬＰＳの関係法令の適用関係 

 以上のとおり，本件各ＬＰＳは，州ＬＰＳ法に基づいて設立されたも

のであり，本件各処分の対象とされた本件各年分（平成１９年分ないし

平成２１年分）の期間はいずれも改正州ＬＰＳ法の発効日（２０１０年

（平成２２年）１月１日）より前であるため，州ＬＰＳ法に定めのある

事項については同法が，同法に定めのない事項については州ＰＳ法がそ

れぞれ適用されるので（本件各年分の期間について改正州ＬＰＳ法は本

件各ＬＰＳには適用されない（前記ア(ウ)ｂ⒜，⒝）。），本件各ＬＰ

Ｓの設立根拠法令であって関連する法制の仕組みを検討すべき法令は，

州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法である。 

イ 判断基準１に関する検討 



50 

 

(ア) まず，米国ワシントン州のＬＰＳ法（州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法）の

規定の文言や法制の仕組みから，本件各ＬＰＳがワシントン州法におい

て日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていること又は付与さ

れていないことが疑義のない程度に明白であるといえるか否か（判断基

準１）について検討する。 

米国ワシントン州のＬＰＳ法においては，ＬＰＳを含むパートナーシ

ップは「パートナーとは別個の主体」（an entity distinct from its 

partners）である旨のエンティティ規定が定められているところ（州Ｐ

Ｓ法 25.05.050），ワシントン州法を含む米国の法令において

「entity」が日本法上の法人に相当する法的地位を指すものであるか否

かは明確でなく，また，パートナーとは別個の主体とされていることを

もって直ちに日本法上の法人に相当するということはできないから，

「an entity distinct from its partners」であるとされる組織体が

日本法上の法人に相当する法的地位を有すると評価することができるか

否かについても明確ではないといわざるを得ない（なお，平成２７年最

高裁判決の事案に係る米国デラウェア州のＬＰＳ法において，ＬＰＳ

は「separate legal entity」であるとされており，この

「separate」の文言は「distinct from its partners」と同様の趣旨

と解され，「legal」の文言も付されているが，同最高裁判決では上記

と同様の評価がされている。）。そして，州事業法人法（甲２５の１及

び２）において，ＬＰＳは「corporation」であるとはされておらず，

同法の「corporation」の定義規定においても「an entity distinct 

from」等の文言は用いられていないこと（23B.01.400(5)，⒇）なども

併せ考慮すると，上記のとおり州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法において米国ワ

シントン州のＬＰＳ法に基づいて設立されるＬＰＳが「an entity 

distinct from its partners」となるものと定められていることをもっ
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て，本件各ＬＰＳに日本法上の法人に相当する法的地位が付与されてい

ることが疑義のない程度に明白であるとすることは困難である。他方

で，これらの米国ワシントン州のＬＰＳ法において，パートナーシッ

プが「個人」や「corporation」等と並んで「法的又は商業上の主体

（entity）」とされていること（州ＬＰＳ法 25.10.010 ( 1 1 ) 前記(2)ア

(ア)ａ⒢））を前提とした上で，上記のようにＬＰＳが「パートナーと

は別個の主体」（an entity distinct from its partners）とされてお

り（前記のエンティティ規定），これらの規定は法人の法的地位と抵触

しない内容のものであることなどからすれば，本件各ＬＰＳに日本法上

の法人に相当する法的地位が付与されていないことが疑義のない程度に

明白であるとすることも困難である。 

したがって，州ＬＰＳ法及びＰＳ法の規定の文言や法制の仕組みに照

らしても，本件各ＬＰＳがワシントン州法において日本法上の法人に相

当する法的地位を付与されていること又は付与されていないことが疑義

のない程度に明白であるとはいい難い。 

(イ) 被告の主張について 

  以上に対し，被告は，州ＰＳ法のエンティティ規定は統一法委員会に

よる統一ＰＳ法典の規定と同一であるところ，改訂統一ＬＰＳ法典にお

けるエンティティ規定については，文献上（乙３５（５１４頁）），そ

の創設によりＬＰＳに法人格が付与されたものと説明されており，州Ｐ

Ｓ法が適用される本件各ＬＰＳについても，設立根拠法令において日本

法上の法人に相当する法的地位を付与されていることが疑義のない程度

に明白であるとみるべきである旨主張する（他方，原告は，州ＰＳ法の

エンティティ規定は，本件各ＬＰＳに係る日本法上の法人に相当する法

的地位を肯定する根拠となるものではない旨主張する。）。  

 しかしながら，被告の指摘に係る邦文の文献（日本の会社法に関する
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文献。乙３５（５１４頁））は，特段の理由も挙げずに「entity」に「法

人」の訳語をあてた上で，改訂統一ＬＰＳ法典において州ＰＳ法と同一

の文言のエンティティ規定が設けられたことのみを根拠に，ＬＰＳに法

人格が付与されたとの見解を述べるものにとどまり，上記エンティティ

規定のみをもって日本法上の法人に相当する法的地位を付与されている

ことが疑義のない程度に明白であるとはいい難いことは上記(ア)におい

て説示したとおりであって，上記文献の記述は上記の判断を左右するに

足りるものとはいえないから，被告の上記主張は採用することができな

い。 

(ウ) 原告の主張について 

 ａ 原告は，ワシントン州法において，日本法上の法人に相当する法的

地位を付与された事業体であるためには「incorporated entity」であ

る必要があることを前提に，ＬＰＳは「incorporated entity」に該当

せず，「unincorporated entity」であるから，本件各ＬＰＳが上記の

法的地位を付与されていないことは明白である旨主張する。 

 しかしながら，上記(ア)において説示したところによれば，州ＰＳ

法，州事業法人法その他の米国ワシントン州の法令上，

「unincorporated entity」であること，すなわち，「incorporated 

entity」である「corporation」以外の「法的又は商業上の主体

（entity）」であることをもって直ちに，当該事業体が日本法上の法

人に相当する法的地位を付与されているか否かは必ずしも明らかでは

ないといえるから，ＬＰＳが「incorporated entity」に該当せず

「unincorporated entity」であるからといって，ＬＰＳが上記の法

的地位を付与されていないことが明白であるということはできない。

そして，原告が「incorporatedentity」と「unincorporated 

entity」との間の権利能力に係る規定の有無や訴訟手続上の取扱いの
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差異について指摘する点を勘案しても，上記の評価が左右されるもの

とはいえないから，原告の上記主張はその前提を欠くものであって，

採用することができない。 

ｂ 原告は，日米租税条約上の取扱いも判断基準１にいう「法制の仕組

み」として検討される必要があり，日米租税条約で用いられた事業体

の分類に係る法概念は所得税法及び法人税法上の概念と同義に解すべ

きであるなどとした上で，日米租税条約において「company」は「法人」，

「body corporate」は「法人格を有する団体」の語が当てられ，同条

約の議定書において「partnership」は「組合」の語が当てられていて

「法人」とされておらず，日米租税条約においても，ＬＰＳを含む

「partnership」に「日本法上の法人に相当する法的地位」を付与され

ていないことが明白に看取される旨主張する。 

 しかしながら，判断基準１においては，外国法に基づいて設立され

た組織体に係る設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みに照らして

検討すべきものであって，日米租税条約は，上記法制の仕組みそのも

のではない上，仮に上記法制の仕組みを理解する一助となることがあ

り得るとしても，同条約には，米国の「partnership」について，権利

義務の帰属主体性の有無に関する評価をうかがわせる規定はなく，日

本法上も協同組合等（法人税法２条７号，別表第３参照）のように法

人格を付与され権利義務の帰属主体となる組合が存在することに照ら

すと，同条約の議定書の邦文に「組合」の用語が当てられていること

等（同条約の英文と邦文において「 company」が「法人」と，

「bodycorporate」が「法人格を有する団体」とそれぞれ対応している

ことを含む。）をもって直ちに，同条約が米国の「partnership」の我

が国の租税法上の法人該当性についてこれを否定する見解を前提とし

て締結されたものであることが明白に看取されるものとはいえないか
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ら，原告の上記主張は採用することができない。 

ｃ その余の原告の主張（前記(イ)（第１段落末尾の括弧書き）のエン

ティティ規定に関する主張を含む。）も，本件各ＬＰＳがワシントン

州法において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていない

ことが疑義のない程度に明白であると認めるに足りる根拠となり得る

ものではなく，上記(ア)の判断を左右するものではない。 

ウ 判断基準２に関する検討 

(ア) そこで，次に，本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人該当性の実

質的根拠となる権利義務の帰属主体とされているか否か（判断基準２）

について検討する。 

ａ ＬＰＳの法律行為の権限等及びその効果の帰属に関する規律 

⒜ 州ＬＰＳ法は，ＬＰＳはＧＰＳが行うことができるあらゆる事業

を行うことができる旨を定めているところ（25.10.060，前記(2)ア

(ア)ｂ），州ＰＳ法には，ＧＰＳが行うことができる事業について

制限を設ける定めは特に置かれていない（乙８）。また，州ＬＰＳ

法は，パートナーはＬＰＳとの間で貸付けその他の取引（法律行

為）を行うことができ，この場合において，パートナーは，ＬＰＳ

との関係で，パートナーでない者（「person」，すなわち個人，コ

ーポレーション等（25.10.010(11)，前記(2)ア(ア)ａ⒢））が有す

るのと同様の権利及び義務を有する旨を定めている（25.10.070，

前記(2)ア(ア)ｃ）。そして，州ＬＰＳ法は，ＬＰＳのＧＰはＧＰ

Ｓにおけるパートナーの権利及び権限を有する旨を定めている

（25.10.240(1)，前記(2)ア(ア)ｅ⒜）ところ，州ＰＳ法は，ＧＰ

Ｓにおけるパートナーはその事業の目的のためのパートナーシップ

の代理人（an agent of the partnership）である旨を定めている

（25.05.100(1)前段，前記(2)ア(イ)ｄ）ので，ＬＰＳのＧＰは，
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ＬＰＳの各パートナー（構成員個人）を代理するのではなく，ＬＰ

Ｓそれ自体を代理することになる。このほか，州ＬＰＳ法及び州Ｐ

Ｓ法においては，「ＬＰＳの義務（the obligations of a limited 

partnership）」（州ＬＰＳ法 25.10.190(1)，前記(2)ア(ア)

ｄ），「全てのパートナーシップの義務（all obligations of the 

partnership）」（州ＰＳ法 25.05.125(1)，前記(2)ア(イ)ｅ），

「ＬＰＳの権利（the right of the limited partnership）」（州

ＬＰＳ法 25.10.190(2)(d)，前記(2)ア(ア)ｄ）といったＬＰＳ自

体が権利を有し又は義務を負うことを示す文言が用いられている一

方で，ＬＰＳ自体が権利を有さず又は義務を負わず，パートナーの

みが権利を有し又は義務を負うことを示したり，法律行為の効果が

ＬＰＳ自体に帰属しないことを示す規定は，州ＬＰＳ法及び州ＰＳ

法を通じて見当たらない（乙７，８）。 

 なお，改正州ＬＰＳ法の規定（別紙４）を参照しても，上記の州

ＬＰＳ法等の規律と相反するような改正がされているとは認められ

ない。 

⒝ 上記⒜の州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法（以下「州ＬＰＳ法等」という。）

の定めの内容等に照らせば，本件各ＬＰＳの設立根拠法令である州

ＬＰＳ法等は，ＬＰＳに自らの名義で法律行為をする権限を付与す

るとともに，ＬＰＳの名義でされた法律行為の効果がＬＰＳ自身に

帰属することを前提としているものと解するのが相当である。 

ｂ ＬＰＳに係るパートナーシップの持分に関する規律 

⒜ 州ＬＰＳ法は，パートナーシップの持分は，それ自体が「人的財

産権」（personal property）という財産権の一類型である旨を定め

（25.10.390，前記(2)ア(ア)ｇ），州ＰＳ法は，パートナーシップ

により取得された財産は，当該パートナーシップの財産であって，
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パートナー個人の財産ではないと定めている（25.05.060，前記(2)

ア(イ)ｃ）。また，州ＰＳ法は，パートナーは，パートナーシップ

の財産の共同所有者ではなく，任意であるか強制であるかを問わず，

いかなる移転可能なパートナーシップの財産における持分も保有し

ないと定める（25.05.200，前記(2)ア(イ)ｇ）とともに，パートナ

ーは，パートナーシップの代理としてのみ，パートナーシップの財

産を使用し又は保有することができると定めている（25.05.150(7)，

前記(2)ア(イ)ｆ）。 

   なお，改正州ＬＰＳ法の規定（別紙４）を参照しても，上記の州

ＬＰＳ法等の規律と相反するような改正がされているとは認められ

ない。 

⒝ 上記⒜の州ＬＰＳ法等の定めの内容等に照らせば，ＬＰＳのパー

トナーは，ＬＰＳに属する個々の財産に対して割合的な権利を具体

的に有していないものとみるのが相当であるから，前記ａ(b)におい

てみたＬＰＳの法律行為の権限及びその効果の帰属に関する規律は，

ＬＰＳに係るパートナーシップの持分に関する上記の州ＬＰＳ法等

の規律とも整合するものということができる。 

ｃ 本件各ＬＰＳ契約の内容 

  なお，本件各ＬＰＳ契約において，本件各ＬＰＳが営む事業の主要

な目的及び一般的特徴が本件各物件又はその所有者持分を所有し，運

営すること等とされていること（本件Ａ２－ＬＰＳ契約，本件Ａ３－

ＬＰＳ契約及び本件Ａ４－ＬＰＳ契約各５条前段，本件Ａ５－ＬＰＳ

契約４条。前記(2)イ(ア)ないし(エ)各ａ）は，前記ａにおいてみたＬ

ＰＳの法律行為の権限及びその効果の帰属に関する州ＬＰＳ法等の規

律と整合するものということができる。 

 また，本件各ＬＰＳ契約において，各ＬＰは，清算その他の場合に
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おいて，本件各ＬＰＳに対し現金以外の形式での分配を要求したり，

本件各ＬＰＳから現金以外の形式での分配を受領したりするいかなる

権利をも有しないものとされていること（本件Ａ２－ＬＰＳ契約，本

件Ａ３－ＬＰＳ契約及び本件Ａ４－ＬＰＳ契約各 13.4 条，本件Ａ５－

ＬＰＳ契約 12.4 条。前記(2)イ(ア)ないし(エ)各ｃ）も，前記ａ及び

ｂにおいてみたＬＰＳの法律行為の権限及びその効果の帰属並びにＬ

ＰＳに係るパートナーシップの持分に関する州ＬＰＳ法等の規律と整

合するものということができる。 

 そして，以上のほか，本件各ＬＰＳ契約の各条項の中に，前記ａ及

びｂにおいてみたＬＰＳの法律行為の権限及びその効果の帰属並びに

ＬＰＳに係るパートナーシップの持分に関する州ＬＰＳ法等の規律と

抵触する内容の定めは見当たらない。 

ｄ 小括 

 以上のような州ＬＰＳ法等の定め等に鑑みると，本件各ＬＰＳは，

自ら法律行為の当事者となることができ，かつ，その法律効果が本件

各ＬＰＳに帰属するものということができるから，権利義務の帰属主

体であると認められる。 

 そうすると，本件各ＬＰＳは，上記のとおり権利義務の帰属主体で

あると認められるのであるから，我が国の租税法上の法人に該当し，

所得税法２条１項７号に定める外国法人に該当するものというべきで

ある。 

(イ) 原告の主張について 

ａ 原告は，判断基準２について検討するまでもなく判断基準１によっ

て本件各ＬＰＳに係る我が国の租税法上の法人該当性は否定される旨

主張し，判断基準２の適用関係について特に具体的な主張をしていな

いが，本件各ＬＰＳに係る我が国の租税法上の法人該当性については，
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判断基準１によってこれを判断することができないことは前記イにお

いて既に説示したとおりであり，判断基準２によってこれを肯定すべ

きであることは前記(ア)において既に説示したとおりである。 

ｂ また，平成２７年最高裁判決が言い渡される前の原告の主張につい

ては，同最高裁判決の示した判断基準と異なる基準を前提とするもの

であるため，採用の限りではない。 

エ 小括 

 以上によれば，本件各ＬＰＳは，前示のとおり権利義務の帰属主体であ

ると認められるから，判断基準２に照らして，我が国の租税法上の法人に

該当し，所得税法２条１項７号に定める外国法人に該当するものというべ

きである。 

２ 争点(2)（本件各不動産事業により生じた損益を原告の不動産所得の金額の計

算上収入金額又は必要経費に算入することの可否）について 

(1) 前記１において説示したとおり，本件各ＬＰＳは所得税法２条１項７号に

定める外国法人に該当するものであるから，本件各不動産事業は本件各ＬＰ

Ｓが行うものであり，前記１(1)アの特段の事情の存在もうかがわれないこと

などからすると，本件各不動産事業により生じた所得は，本件各ＬＰＳに帰

属するものと認められ，原告の不動産所得に該当するものではなく，原告の

課税所得の範囲には含まれないものと解するのが相当である。 

したがって，本件各ＬＰＳが行う本件各不動産事業により生じた損益は，

本件各物件の所有権を含めて，本件各ＬＰＳに帰属するものであり，本件各

物件は原告が有するものではないから，本件各物件の減価償却費を含めて，

その損益を原告の不動産所得（所得税法２６条１項）の金額の計算における

収入金額（同法３６条１項）又は必要経費（同法３７条１項）に算入するこ

とはできないというべきである。 

(2) 原告は，形式的には減価償却資産の所有名義人ではなかったとしても，本
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件各ＬＰＳの損益が構成員に帰属することとされており，本件各ＬＰＳを通

じて自ら主体的に米国の不動産に係る事業を行っていることから，米国にお

いて，本件各ＬＰＳを通じて本件各物件を実質的に所有しており，また，減

価償却資産に対して資本を投下しているなどとして，原告が減価償却資産で

ある本件各物件を「有する」（所得税法４９条１項）ものとして，その減価

償却費を原告の不動産所得の金額の計算における必要経費に算入することが

できる旨主張する。 

  しかしながら，固定資産の減耗による負担を負うのは通常は固定資産の所

有者であるから，所得税法４９条１項に定める居住者の「有する」減価償却

資産とは，譲渡担保に供された固定資産の場合（法人税基本通達２－１－１

８参照）等のような特段の事情のない限り，居住者の所有する減価償却資産

をいうものと解すべきであるところ，本件各物件は，所得税法２条１項７号

に定める外国法人として権利義務の帰属主体となる本件各ＬＰＳ（Ａ２－Ｌ

ＰＳについては▲・ビル事業者（▲ Building Entity）外３名の事業者（本

件Ａ２－ＬＰＳ物件名義人））が所有するものであって，原告が所有するも

のではない（前記(2)イ(ア)ないし(エ)各ａの本件Ａ２－ＬＰＳ契約，本件Ａ

３－ＬＰＳ契約及び本件Ａ４－ＬＰＳ契約各５条前段並びに本件Ａ５－ＬＰ

Ｓ契約４条参照）。なお，原告は，本件各物件を実質的に所有していると主

張するが，本件各物件に係る不動産登記上，本件各ＬＰＳ（Ａ２－ＬＰＳに

ついては本件Ａ２－ＬＰＳ物件名義人）が所有名義人とされ，原告が所有名

義人とされていないことは争いがない上，本件各物件に係る契約上，原告が

本件各物件の所有権を取得したことを認めるに足りる証拠は存しない。そし

て，本件各ＬＰＳが，原告を含むパートナーから資本の提供を受け，その事

業についてＬＰである原告の一定の関与を事実上受けていたといった事情が

あったとしても，本件各ＬＰＳが権利義務の帰属主体として所得税法２条１

項７号に定める外国法人に該当する以上，本件各物件を取得して費用を負担
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し，その事業の用に供して収益を上げているのは本件各ＬＰＳであって，上

記の事情が本件各物件の所有関係を実質的に左右するものとはいえず，前記

の特段の事情に当たるともいえないから，本件各物件の減価償却費を本件各

物件の所有者ではない原告の不動産所得の金額の計算における必要経費に算

入すべき理由はないというべきであり，原告の上記主張は採用することがで

きない。 

３ 争点(3)（国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」の有無）について 

(1) 国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」の意義 

 過少申告加算税は，過少申告による納税義務違反の事実があれば，原則と

してその違反者に対し課されるものであり，これによって，当初から適法に

申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに，

過少申告による納税義務違反の発生を防止し，適正な申告納税の実現を図り，

もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。この趣旨に照らせば，

過少申告があっても例外的に過少申告加算税が課されない場合として国税通

則法６５条４項が定めた「正当な理由があると認められる」場合とは，真に

納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり，上記のような過

少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課するこ

とが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である（前掲最高裁

平成１８年４月２０日第一小法廷判決，最高裁平成１７年（行ヒ）第２０号

同１８年１０月２４日第三小法廷判決・民集６０巻８号３１２８頁参照）。 

  (2) 本件における「正当な理由」の有無 

 以下，原告が「真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情」

を基礎付ける事情として主張する①税務当局による一般的な公的見解の表示

ないし②税務職員による個別の見解の表示又は誤った指導の有無について検

討する。 

ア 税務当局による一般的な公的見解の表示の有無について 



61 

 

 原告は，①平成１２年の本件討議用資料（甲３０（４８頁））において，

ＬＰＳは，米国において法人格を有さず，構成員課税が適用される事業体

に分類されており，我が国の税制では外国の事業体がその外国において私

法上「法人」とされているかどうかにより日本の租税法上の「法人」該当

性が決定されるという理解を前提にすれば，上記の記載からは，財務省（当

時の大蔵省）が，米国のＬＰＳは「法人」に該当しないと解釈していたこ

とが看取できること，また，②同年の本件答申（甲１２（３４３，３４４

頁））において，「わが国の税制では，外国の事業体がその外国において

私法上「法人」とされているかどうかにより，法人課税の対象とするかど

うかを判断していますが，外国の多様な事業体の中には，その本国におい

て私法上「法人」とはされないものの，自己の名前で取引をしているなど，

その実態を見れば法人税の課税対象とすることがふさわしいものもあると

考えられます。」として，外国のパートナーシップのような事業体がその

外国において「法人」とされていないため，現状では我が国で法人課税の

対象とならないという問題意識が表明されていることから，財務省や税制

調査会も，ＬＰＳは「法人」でないため，現行法上ＬＰＳに対し法人課税

を行うことはできないと理解していた旨主張する。 

        しかるところ，本件討議用資料は，当該資料の性質や体裁上，そもそも

税務当局が公的な見解を表明したものと認めるには足りない上，その内容

も，「日米における事業体に係る課税上の取扱い」との標題に従って，米

国内における課税上の取扱いとして，米国各州のＬＰＳにつき，法人課税

を選択した場合（各州における法制の選択を指す趣旨と解される。）には

法人格のある事業体としての法人課税の取扱いを受け，それ以外の場合に

は法人格のない事業体としての構成員課税の取扱いを受けることを説明す

るにとどまるものと認められ（甲３０），我が国における課税上の取扱い

として，米国各州のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当するか否か及
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び我が国において法人課税又は構成員課税のいずれの取扱いを受けるかに

ついて言及したものではない。 

 また，本件答申についてみても，税制調査会が法人課税に関する施策の

方針を検討する前提として外国の事業体に対する法人課税の在り方に言及

したものであって，税務当局が税務行政において依拠すべき公的な見解を

表明したものとはいえない上，その内容も，米国のＬＰＳが一律に我が国

の租税法上の法人に該当しないことを示すものではなく，かえって，外国

の多様な事業体の中には，当該外国の私法上は法人とされていない事業体

であっても，その実態をみれば法人税の課税対象とするのがふさわしい事

業体もあるとの認識を示す記載（甲１２（３４４頁））が含まれており，

米国のＬＰＳがその実態次第では我が国の法人課税の対象とされ得ること

を示唆しているとみることもできるものといえる。 

 その他，原告の主張に係る文献や論稿（いずれも税務当局関係者や税務

実務家の個人の著述等にとどまる。）の中に税務当局による公的な見解を

示すものがあるとは認められないから，我が国における課税上の取扱いに

おいて，米国のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当しない事業体とし

て構成員課税とする旨の見解が税務当局の公的な見解として一般的に表明

されていたものということはできないというべきである（かえって，上記

のような本件討議用資料及び本件答申の記載等に照らすと，米国内におけ

る課税上の取扱いにおいては各州の法制の選択によって法人課税とされる

場合があり，また，我が国における課税上の取扱いにおいても，ＬＰＳの

個々の実態等によっては，当該ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当す

ると認定されて構成員課税とならない場合があることが示されていたもの

と認めるのが相当であり，このことは我が国の租税法上の法人該当性に関

する前記１(1)の判断枠組みとも整合するものといえる。なお，以上に説示

したところによれば，米国ワシントン州のＬＰＳである本件各ＬＰＳに係
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る我が国の租税法上の法人該当性に関し，原告がこれを否定する見解を採

って税務申告をしたことについて，本件事務運営指針にいう「相当の理由

があると認められるとき」（税法の解釈に関して申告書提出後新たに課税

庁により法令解釈が明確化されたために申告者の解釈がこれと異なること

となり，その申告者の解釈について相当の理由があると認められる場合）

に当たるということもできないというべきである。）。 

イ 税務職員による個別の見解の表示又は誤った指導の有無について 

(ア) 本件指導文書について 

ａ 証拠（甲１０９，乙７１）によれば，本件指導文書（甲１０４）は，

保土ケ谷税務署の税務職員が，Ａ１が提出した平成１７年３月期に係

る法人税の確定申告書の申告内容について審査を行い，その結果，申

告内容の誤りと思われる点をＡ１に指摘するために作成した説明用の

メモであること，上記申告の審理に当たった保土ケ谷税務署の税務職

員は，Ａ１の代表者である原告に対し，おおむね本件指導文書の内容

に沿った説明をしたことが認められる。 

ｂ⒜ 本件指導文書（甲１０４）の第１項（「外国税額控除の計算につ

いて」）には，外国税額控除制度の一般的な説明に係る記載の後に，

次の記載があることが認められる。 

  「貴社（注：Ａ１。以下同じ。）は，アメリカで申告した所得金額を

もとに国外所得の計算をしていますが，国外所得の計算は，国内法

における所得計算により算出した国外源泉所得を指します（法令第

１４２条第３～８項）ので，貴社の国外源泉所得が利子・配当でな

く事業所得であるとすると，アメリカで申告した所得金額は，国内

法により計算した国外源泉所得と一致しない（国内法による減価償

却・国内借入金利子等が反映されていないため）ことになります。 

 貴社が提出した決算書によると国外所得が海外投資不動産収益と
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海外投資不動産損失として明記されていますので，この金額を国外

所得として（本来ならばこの金額に国内外に対して共通して係る費

用：例借入金利子等を加味する必要がある。）外国税額控除の限度

額計算を行うと，結果として当初申告した控除税額に変更はありま

せんが平成１８年３月期に繰り越される控除余裕額が減少すること

となります。 

 よって，平成１８年３月決算については，正しく計算した控除余

裕額に基づき申告していただく必要があります。」 

⒝ Ａ１が，平成１７年３月期法人税の申告において，法人税法６９

条１項の外国税額２１９万円余の控除を算入し（１枚目の順号４３），

その内訳において国外所得金額を計算していること（甲９６（２，

５枚目））に照らせば，本件指導文書の上記記載は，上記申告が米

国で申告した所得金額（国内法による減価償却等が反映されていな

いもの）を基に国外所得の計算をしており，Ａ１の申告のとおり国

外所得が利子・配当ではなく事業所得であるとすると，その計算が

国内法に基づいてされていない旨を指摘した上，上記申告において

結果的に控除税額に変更はないものの，翌期に繰り越される控除余

裕額（法人税法６９条２項）が減少することとなるので，翌期決算

においては正しく計算した控除余裕額に基づき申告するよう求める

ものと解される。 

 Ａ１は，上記申告に係る国外所得がＡ５－ＬＰＳに係る所得であ

ることを示す書面を確定申告書に添付している（甲９６（６ないし

１１枚目））ほか，原告は，Ａ１の代表者として，上記申告の審理

に当たった保土ケ谷税務署の税務職員に対し，海外不動産投資に係

る損益は，配当ではなく事業所得であり，パートナーシップの損益

はパス・スルーになる旨の説明をしており（乙７１），更にパート
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ナーシップの基本契約書を示している（争いがない。）から，同職

員において当該国外所得が米国ワシントン州のＬＰＳに由来するこ

とを認識し得る状況にあったといえるところ，上記国外所得が利子・

配当ではなくＡ１の事業所得となる旨（その帰結として構成員課税

となる旨）の同社の上記の説明は，上記ＬＰＳが我が国の租税法上

の法人に該当しないとの見解を前提とするものであるといえる。 

 しかしながら，本件指導文書の上記記載は，上記⒜のとおり，Ａ

１の国外所得が同社の事業所得となる旨の同社の主張自体の当否に

は何ら言及することなく，仮定的に同社の申告どおり「国外所得が

利子・配当ではなく事業所得であるとすると」との留保を付した上

で，専らその場合の外国税額控除の計算方法という本件の争点とは

異なる限局された事項について説明するものにとどまるから，同文

書の上記記載をもって，課税庁の税務職員がＡ１に対し，米国ワシ

ントン州のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当しないとの見解

を個別に示し又は誤った指導をしたと評価することはできないとい

うべきである。 

ｃ⒜ また，本件指導文書の第２項（「外国税額の損金算入時期につい

て」）には，次の記載があることが認められる。 

  「外国税額の損金算入時期については，外国税額控除の適用時期

に準じて，納付することとなる事業年度の損金と解されます。し

たがって，申告納税方式により納付すべき金額が確定するものは，

原則としてその申告があった日に損金に算入（国税通則法第１６

条１項）することになりますが，例外として，費用として計上し

た日の属する事業年度でも認められる旨規定しています（法通１

６－３－５）。 

 貴社の外国税額の損金算入時期については，パートナーシップ
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の収支報告を受けた段階で費用化していますが，アメリカでの申

告はその収支報告書が送付された翌事業年度に申告しているため，

外国税額控除をする時期と租税公課として計上する時期にずれが

生じることになります。 

 貴社の外国税額の費用計上時期は，基本通達に定める税務上認

められる合理的な基準に該当しないため，租税公課として損金に

算入すべき日は，収支報告書が送付された日の属する事業年度で

はなく，アメリカで申告した日（外国税額控除を受ける日）の属

する事業年度の損金とする必要があります。 

 したがって，収支報告書を受けた段階では仮払いとして処理し，

翌期に租税公課に振り替える処理をする必要があると認められま

す。」 

⒝ 法人税法上，内国法人が外国税額控除の対象となる外国法人税を

納付した場合，内国法人は，①その納付した外国法人税の額をその債

務が確定した事業年度において損金の額に算入するか（法人税法２２

条３項２号），②当該外国法人税の額につき，外国税額控除の適用を

受けるか（その場合，当該外国法人税の額は，その内国法人の各事業

年度の所得の金額の計算上，損金の額に算入されない。平成２３年法

律第８２号による改正前の法人税法４１条）のいずれかを選択するこ

ととなる。 

本件指導文書の上記記載は，上記①を選択した場合の損金算入の

時期について，上記②を選択した場合に準ずるものとした上で，内

国法人が外国法人税について上記②の外国税額控除の適用を受ける

場合について通達上の取扱いを説明した上で，Ａ１が外国法人税の

額を会計処理上費用計上しているのはＡ１がパートナーシップの収

支報告を受けた事業年度であるのに対し，米国での申告により外国
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法人税の額が確定したのは収支報告を受けた事業年度の翌事業年度

であるから，外国法人税の額を会計処理上費用計上した事業年度と

申告により外国法人税の額が確定する事業年度との間に差異が生じ

ており，そのような差異が生じている以上，これを是正すべきであ

ることを指摘するとともに，そのための具体的な是正方法として仮

払金処理等の方法を説明したものと解される。 

そうすると，本件指導文書の記載に係る上記の説明は，ＬＰＳが

我が国の租税法上の法人に該当するか否かについていかなる見解を

前提としているかによって左右される内容ではなく，上記の説明を

もって，課税庁の税務職員が原告に対し米国ワシントン州のＬＰＳ

が我が国の租税法上の法人に該当しないとの見解を個別に示し又は

誤った指導をしたと評価することはできないというべきである。 

ｄ これに対し，原告は，①本件指導文書の第１項の記載に係る申告指

導は，Ａ１がＬＰＳを介して保有していた米国の不動産の償却費を国

内法による減価償却方法によって計算し，これをＡ１の所得金額に反

映するよう求めるもので，米国ワシントン州のＬＰＳが「法人」では

なく，当該不動産がＬＰであるＡ１の減価償却資産になるという理解

を前提としたものであり，②本件指導文書の第２項の記載に係る申告

指導は，同州のＬＰＳが米国で負担した源泉所得税等を当該ＬＰＳの

ＬＰであるＡ１の損金の額に算入できることを前提に，その損金算入

の時期について指導するもので，本件各ＬＰＳを含む米国のＬＰＳが

「法人」ではなく，その支払った外国税額がＡ１の支払った外国税額

となるという理解を前提したものであり，③仮に本件各ＬＰＳを含む

同州のＬＰＳを「法人」と考えていたならば問題にする必要がないは

ずの米国の建物の耐用年数について申告指導がされたこと（甲１０９

（２頁））は，米国のＬＰＳの保有する米国の不動産をＬＰであるＡ
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１自身の減価償却資産として償却費を計上できること，すなわち，本

件各ＬＰＳを含む同州のＬＰＳが「法人」に該当しないことを前提と

したものであったから，原告がそのような前提の下で所得税の確定申

告をしたことはやむを得ない旨主張する。 

 しかしながら，課税実務上，納税者の申告の適否をめぐり複数の論

点となる事項があり，ある事項（計算方法等）の前提となる事項につ

いて見解が分かれることが想定される場合に，課税庁の税務職員にお

いて，その前提となる事項に係る見解の当否の判断を留保し，仮定的

に納税義務者の主張に係る理解を一応の前提とした上で，早急な是正

を要する他の事項（計算方法等）に絞って指導をすることは，迅速か

つ大量に事務を処理する上で必要かつ合理性のある取扱いであるとい

えるところ，本件指導文書による上記申告指導も，直接の指導の対象

とされた計算方法の前提となる事項である米国ワシントン州のＬＰＳ

に係る我が国の租税法上の法人該当性については判断を留保し，仮定

的にＡ１の主張に係る理解を一応の前提とした上で，専ら外国税額控

除の計算方法という限局された技術的な事項に絞って説明等をしたも

のにとどまるから，これをもって，その計算方法の前提となる上記の

ＬＰＳの法人該当性について税務職員の個別の見解が示されたものと

はいえず，課税庁の税務職員がＡ１に対し米国ワシントン州のＬＰＳ

が我が国の租税法上の法人に当たらない旨の見解を個別に示し又は

誤った指導をしたと評価することはできないというべきである。 

ｅ 原告は，本件事務運営指針（甲１１０）の記載に照らせば，十分な資

料の提出がされた上での申告指導に従って確定申告を行った場合に，

これを信ずることにつきやむを得ないと認められる事情があったとき

には，「正当な理由」が認められるべきであるとし，本件は上記事情

がある旨主張する。 
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 しかしながら，本件事務運営指針において，「確定申告の納税相談

等において，納税者から十分な資料の提出等があったにもかかわらず，

税務職員等が納税者に対して誤った指導を行い，納税者がその指導に

従ったことにより過少申告となった場合で，かつ，納税者がその指導

を信じたことについてやむを得ないと認められる事情があること。」

（甲１１０）が国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」がある

と認められる事例の一つとして挙げられているところ，本件のように，

課税庁の税務職員が，Ａ１に対し，米国ワシントン州のＬＰＳが我が

国の租税法上の法人に当たるか否かの点について，前示のとおり，こ

れに当たらない旨の見解を個別に示したとはいえず，仮定的にＡ１の

主張する理解を一応の前提とした上で上記の点とは異なる計算方法の

事項に絞って説明等をしたにとどまる場合には，上記の点につき当該

税務職員が「誤った指導」を行ったものということはできないから，

本件は，本件事務運営指針に示された上記事例の場合には当たらない

というべきであり，以上の理は，当該税務職員がＡ１に対する調査に

おいて本件各ＬＰＳに係る資料を相当程度収集していたとしても左右

されるものではない。 

 したがって，原告の上記主張は採用することができない。 

(イ) その他 

 原告は，長年にわたり米国のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当

しないことを前提に申告をしてきたこと，これに対し申告是認通知書（平

成８年１２月２４日付け（甲１０２）及び平成１７年５月３１日付け（甲

１０３）のもの）が発出されるなど，上記の前提を否定する更正等はさ

れてこなかったこと等を主張する。 

 しかしながら，一般に，本来採るべき法令解釈と異なる見解を前提と

した申告内容が更正されずに相当期間が経過した後にある年度から更正
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がされたからといって，直ちに国税通則法６５条４項に定める「正当な

理由」があるとはいえない上，上記(ア)において説示したところによれ

ば，上記の主張に係る事情は，いずれも課税庁の税務職員が原告ないし

Ａ１に対し米国ワシントン州のＬＰＳに係る我が国の租税法上の法人該

当性について一定の見解を個別に示し又は誤った指導をしたと評価し得

るものとはいえないというべきである。 

 なお，申告是認通知は，税務官庁の事務上の便宜及び納税者に対する

便宜供与のために発出され（なお，平成２３年の国税通則法の改正前に

おいては，法令の規定に基づかない事実上の行為であった。），それま

での調査に基づき，納税者の申告に対する税務官庁の一応の暫定的な見

方を示すものにすぎず，本件において発出された申告是認通知書（甲１

０２，１０３）の記載内容をみても，「現在までの調査の結果によると」

との留保が付された上で，適正な申告と認められる旨が簡潔に記載され

ているもので，個別の論点となる事項について特定の見解を示すような

記載もないから，申告是認通知書の発出をもって，課税庁の税務職員が

原告ないしＡ１に対し米国ワシントン州のＬＰＳに係る我が国の租税法

上の法人該当性について一定の見解を個別に示し又は誤った指導をした

と評価し得るものということはできない。 

ウ 以上のほか，原告による本件各年分の所得税の申告の当時，米国のＬＰ

Ｓに係る我が国の租税法上の法人該当性に関する判断枠組みについて最高

裁の判断が示されていなかったことや，下級審裁判例の傾向（なお，原告

の主張に係る裁判例は，いずれも米国ワシントン州の法令ではなく，米国

デラウェア州の法令に基づいて設立されたＬＰＳに係るものであり，本件

各賦課決定処分に係る申告後に言い渡されたものにとどまる。）など，他

に原告が主張する事情を踏まえても，原告が本件各不動産事業により生じ

た損益が原告の不動産所得に該当すると判断したことは，原告が主観的な
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事情に基づいて本件各ＬＰＳに係る我が国の租税法上の法人該当性につき

本来採るべき法令解釈と異なる見解を採ったことによるものであって，そ

のことについて「真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情」

があったとは認められないものというべきである。 

  (3) 以上によれば，原告が本件各不動産事業により生じた損益が原告の不動産

所得に該当するとしてこれをその金額の計算上必要経費に算入して本件各年

分の所得税の申告をしたことについては，いずれも「真に納税者の責めに帰

することのできない客観的な事情があり，過少申告加算税の趣旨に照らして

もなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合」に

該当するということはできず，国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」

があるということはできない。 

４ 本件各処分の適法性について 

 以上の判断を前提に，原告の本件各年分の所得税についてみると，被告が本

件訴訟において主張する別紙３の第１記載の本件各更正処分の根拠はいずれも

相当であり，かつ，その根拠に基づいて算定した原告の本件各年分の納付すべ

き税額は，同別紙の第２記載のとおりであると認められ，いずれも別表１－１

ないし１－３記載の本件各更正処分における本件各年分の納付すべき税額の範

囲内（ただし，別表１－３記載の平成２１年分更正処分の納付すべき税額につ

いては，同別紙の第２記載の納付すべき税額と同額）であるから，本件各更正

処分は適法というべきである。 

 そして，本件各更正処分が適法である場合に賦課すべき本件各年分の過少申

告加算税の額は，別紙３の第３記載のとおりであるところ，原告は，本件各年

分の所得税について，納付すべき税額を過少に申告していたものであり，納付

すべき税額を過少に申告していたことについて国税通則法６５条４項に定める

「正当な理由」があるとはいえないことから，これと同額の税額を課した本件

各賦課決定処分も適法というべきである。 
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第４ 結論 

よって，原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし，

主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第５１部 

 

裁判長裁判官    岩  井  伸  晃 

 

 

裁判官    桃  崎     剛 

 

 

          裁判官    武  見  敬 太 郎 

 

（別紙１省略）  
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（別紙２） 

関 係 法 令 の 定 め 

 

 １ 所得税法の規定 

  (1) 外国法人の定義 

 外国法人とは，内国法人（国内に本店又は主たる事務所を有する法人）以

外の法人をいう（所得税法２条１項７号）。 

(2) 課税標準 

 居住者に対して課する所得税の課税標準は，総所得金額，退職所得金額及

び山林所得金額とし（所得税法２２条１項），総所得金額は，①利子所得の

金額，配当所得の金額，不動産所得の金額，事業所得の金額，給与所得の金

額，譲渡所得の金額（同法３３条３項１号に掲げる所得に係る部分の金額に

限る。）及び雑所得の金額の合計額と②譲渡所得の金額（同法３３条３項２

号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。）及び一時所得の金額の合計額の

２分の１に相当する金額とする（同法２２条２項）。 

(3) 不動産所得 

不動産所得とは，不動産，不動産の上に存する権利，船舶又は航空機の貸

付け（地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを

含む。）による所得（事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）をい

い（所得税法２６条１項），不動産所得の金額は，その年中の不動産所得に

係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする（同条２項）。 

  (4) 雑所得 

 雑所得とは，利子所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退

職所得，山林所得，譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をい

い（所得税法３５条１項），雑所得の金額は，①その年中の公的年金等の収

入金額から公的年金等控除額を控除した残額と②その年中の公的年金等に係
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るもの以外の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額の合計額

とする（同条２項）。 

(5) 収入金額 

 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額

に算入すべき金額は，別段の定めがあるものを除き，その年において収入す

べき金額とする（所得税法３６条１項）。 

(6) 必要経費 

 その年分の不動産所得の金額，事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上

必要経費に算入すべき金額は，別段の定めがあるものを除き，これらの所得

の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した

費用の額及びその年における販売費，一般管理費その他これらの所得を生ず

べき業務について生じた費用（償却費以外の費用でその年において債務の確

定しないものを除く。）の額とする（所得税法３７条１項）。 

(7) 減価償却資産の償却費の計算等 

 居住者のその年１２月３１日において有する減価償却資産につきその償却

費として所得税法３７条の規定によりその者の不動産所得の金額，事業所得

の金額，山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額

は，その取得をした日及びその種類の区分に応じ，政令で定める償却の方法

の中からその者が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定め

るところにより計算した金額とする（同法４９条１項）。 

２ 国税通則法の規定 

(1) 過少申告加算税の賦課要件等 

ア 期限内申告書が提出された場合において，修正申告書の提出又は更正が

あったときは，当該納税者に対し，その修正申告又は更正に基づき国税通

則法３５条２項（期限後申告等による納付）の規定により納付すべき税額

に１００分の１０の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税
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を課する（同法６５条１項）。 

イ 上記アに該当する場合において，上記アの納付すべき税額がその国税に

係る期限内申告税額に相当する金額と５０万円とのいずれか多い金額を超

えるときは，上記アの過少申告加算税の額は，上記アにより計算した金額

に，当該超える部分に相当する税額に１００分の５の割合を乗じて計算し

た金額を加算した金額とする（同条２項）。 

(2) 正当な理由 

 上記(1)ア又はイの納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにそ

の修正申告又は更正前の税額（還付金の額に相当する税額を含む。）の計算

の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるもの

がある場合には，上記(1)ア又はイの納付すべき税額からその正当な理由があ

ると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した

金額を控除して，上記(1)ア又はイの規定を適用する（国税通則法４項）。 

以上
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（別紙３） 

課税の根拠及び計算 

 

第１ 本件各更正処分の根拠 

被告が本件訴訟において主張する原告の本件各年分の総所得金額及び納付す

べき税額は，次のとおりである。 

１ 平成１９年分（別表２「平成１９年分」欄） 

(1) 総所得金額（別表２①欄）         ３億０２２６万５１７１円 

上記金額は，次のアないしエの金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表２②欄）     １億８３８０万２２６１円 

上記金額は，次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の金額を控除した金額で

ある。 

(ア) 総収入金額             ２億２８５１万２１８５円 

上記金額は，次のａの金額からｂの金額を差し引いた金額である。 

ａ 確定申告における不動産収入の金額  ３億３２５６万９４４３円 

上記金額は，原告が平成２０年３月１７日に処分行政庁に対して提

出した原告の平成１９年分の所得税の確定申告書（乙１。以下「平成

１９年分確定申告書」という。）又は同年分の所得税青色申告決算書

（不動産所得用）（乙２。以下「平成１９年分決算書」という。）に記

載された不動産所得に係る収入金額と同額である。 

ｂ 原告の不動産所得に係る収入金額とならない金額 

１億０４０５万７２５８円 

上記金額は，原告が不動産所得に係る収入金額とした金額のうち，

ＬＰＳ契約に基づく外国法人からの収入金と認められる金額であり

（乙２），原告の不動産所得に係る収入金額とは認められないため，

同収入金額から除かれる金額である。当該収入金は，後記エ(イ)ａの
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とおり，雑所得の収入金額とされるべきものである。 

(イ) 必要経費の金額             ４４０５万９９２４円 

上記金額は，次のａの金額からｂの金額を差し引いた金額である。 

ａ 確定申告における不動産所得に係る必要経費の金額  

３億１６４２万５９０６円 

上記金額は，平成１９年分決算書に記載された不動産所得に係る必

要経費の合計金額（乙２⑱欄）と同額である。 

ｂ 原告の不動産所得に係る必要経費とならない金額 

２億７２３６万５９８２円 

上記金額は，次の⒜ないし⒡の金額の合計額である。 

当該金額は，ＬＰＳ契約に関連する費用であり，原告の不動産所得

を得るために要した費用とは認められない金額であることから，原告

の不動産所得に係る必要経費から除かれる金額である。 

⒜ 租税公課から除かれる金額       １１８１万９９０４円 

⒝ 修繕費から除かれる金額          ８７万９２７１円 

⒞ 借入金利子から除かれる金額      １６３７万５８１４円 

⒟ 顧問料から除かれる金額          ２０万１１８９円 

⒠ 支払手数料から除かれる金額       ４７６万６８６８円 

⒡ 減価償却費から除かれる金額    ２億３８３２万２９３６円 

(ウ) 青色申告特別控除額              ６５万００００

円 

上記金額は，租税特別措置法（以下「措置法」という。）２５条の２の

規定により，原告の不動産所得の金額から控除される金額であり，平成

１９年分決算書に記載された金額と同額である。 

イ 配当所得の金額（別表２③欄）          ７０万００００円 

上記金額は，平成１９年分確定申告書に記載された配当所得の金額と同
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額である。 

ウ 給与所得の金額（別表２④欄）     ４０７６万５０００円 

上記金額は，平成１９年分確定申告書に記載された給与所得の金額と同

額である。 

エ 雑所得の金額（別表２⑤欄）        ７６９９万７９１０円 

上記金額は次の(ア)及び(イ)の金額の合計額である。 

(ア) 公的年金等の所得金額                ０円 

上記金額は，平成１９年分の公的年金等の収入金額１０７万８４１６

円から公的年金等控除額を控除した残額であり，平成１９年分確定申告

書に記載された雑所得の金額と同額である。 

(イ) 本件各ＬＰＳ契約に係る雑所得の金額 ７６９９万７９１０円 

上記金額は，次のａの金額からｂの金額を控除した金額であり，利子

所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退職所得，山林所

得，譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから，原告の雑

所得とすべき金額である。 

ａ 本件各ＬＰＳ契約に基づく収入金額  １億１３０７万７４７１円 

上記金額は，本件各ＬＰＳ契約に基づく収入の金額であり，次の

⒜ないし⒟の金額の合計額である。 

当該金額及び後記ｂの金額は，原告が受領した前記ア(ア)ｂの本件

各ＬＰＳ契約に基づく外国法人からの収入金の外貨額及びＬＰＳ契約

に関し原告が要した費用の外貨額につき，シティバンクにおける平成

１９年６月及び同年１２月の営業日末日の対顧客直物電信売相場と対

顧客直物電信買相場の仲値（以下「ＴＴＭ」という。）により算出し

たものであり（別表３－１），原告が確定申告において申告した額と

の金額の差は，円換算レートの違いによるものである。 

⒜ 本件Ａ３－ＬＰＳ契約         ２４８４万８２５０円 
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⒝ 本件Ａ２－ＬＰＳ契約         ３９５４万８３３８円 

⒞ 本件Ａ４－ＬＰＳ契約         １８７４万２６８０円 

⒟ 本件Ａ５－ＬＰＳ契約         ２９９３万８２０３円 

ｂ 本件各ＬＰＳ契約に基づく収入に係る必要経費の金額 

３６０７万９５６１円 

上記金額は，前記ａに掲げた本件各ＬＰＳ契約に基づく収入金額に

係る必要経費（次の⒜ないし⒞）の金額の合計額であり，本件各ＬＰ

Ｓ契約の収入金額から控除される金額である。 

⒜ 租税公課の金額            １２９１万１６６３円 

⒝ 支払利息の金額            １７７６万５４２７円 

⒞ 支払手数料等の金額           ５４０万２４７１円 

(2) 所得控除の額の合計額（別表２⑥欄）       １６０万０７０

２円 

上記金額は，原告が平成１９年分確定申告書に記載した所得控除の額（社

会保険料控除の額１２１万５７０２円，寄附金控除の額５０００円及び基礎

控除の額３８万円）の合計額と同額である。 

(3) 課税される総所得金額（別表２⑦欄）    ３億００６６万４０００円 

上記金額は，前記(1)の金額から前記(2)の金額を控除した金額（ただし，

国税通則法１１８条の規定により，１０００円未満の端数を切り捨てた後の

もの。以下，この計算方法は「課税される総所得金額」の項において同じ。）

である。 

(4) 納付すべき税額（別表２⑬欄）       １億０４７９万４２００円 

上記金額は，次のアの金額からイ及びウの金額を控除した金額（ただし，

国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後の

もの。以下，この計算方法は「納付すべき税額」の項において同じ。）であ

る。 
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ア 課税される総所得金額に対する税額（別表２⑧欄） 

                      １億１７４６万９６００円 

上記金額は，前記(3)の課税される総所得金額３億００６６万４０００円

に所得税法８９条１項（平成２５年法律第５号による改正前のもの。以下

同じ。）に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

イ 配当控除の金額（別表２⑨欄）           ３万５００

０円 

上記金額は，前記(1)イの配当所得の金額７０万円に所得税法９２条１項

の規定を適用して算出した金額であり，平成１９年分確定申告書に記載さ

れた金額と同額である。 

ウ 源泉徴収税額（別表２⑪欄）         １２６４万０４

００円 

上記金額は，平成１９年分確定申告書に記載された源泉徴収税額と同額

である。 

２ 平成２０年分（別表２「平成２０年分」欄） 

(1) 総所得金額（別表２①欄）         ３億５６５６万３８５６

円 

上記金額は，次のアないしエの金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表２②欄）     ２億３０２２万３５２８円 

上記金額は，次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の金額を控除した金額で

ある。 

(ア) 総収入金額              ２億７２０８万１４５３

円 

上記金額は，次のａの金額からｂの金額を差し引いた金額である。 

ａ 確定申告における不動産収入の金額  ３億６３６１万０７４５円 

上記金額は，原告が平成２１年３月１６日に処分行政庁に対して提
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出した原告の平成２０年分の所得税の確定申告書（乙３。以下「平成

２０年分確定申告書」という。）又は同年分の所得税青色申告決算書

（不動産所得用）（乙４。以下「平成２０年分決算書」という。）に記

載された不動産所得に係る収入金額と同額である。 

ｂ 原告の不動産所得に係る収入金額とならない金額 

９１５２万９２９２円 

上記金額は，原告が不動産所得に係る収入金額とした金額のうち，

本件各ＬＰＳ契約に基づく外国法人からの収入金と認められる金額で

あり（乙４），原告の不動産所得に係る収入金額とは認められないた

め，同収入金額から除かれる金額である。当該収入金は，後記エ(ウ)

ａのとおり，雑所得の収入金額とされるべきものである。 

(イ) 必要経費の金額              ４１２０万７９２５

円 

上記金額は，次のａの金額からｂの金額を差し引いた金額である。 

ａ  確定申告における不動産所得に係る必要経費の金額  

３億２４６１万４６９７円 

上記金額は，平成２０年分決算書に記載された不動産所得に係る必

要経費の合計金額（乙４⑱欄）と同額である。 

ｂ  原告の不動産所得に係る必要経費とならない金額 

２億８３４０万６７７２円 

上記金額は，次の⒜ないし⒡の金額の合計額である。 

当該金額は，本件各ＬＰＳ契約に関連する費用であり，原告の不動

産所得を得るために要した費用とは認められない金額であることから，

原告の不動産所得に係る必要経費から除かれる金額である。 

⒜ 租税公課から除かれる金額       １４１９万１８３３円 

⒝ 修繕費から除かれる金額        １１３４万８８５８円 
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⒞ 借入金利子から除かれる金額      １５３９万９５７９円 

⒟ 顧問料から除かれる金額          ２５万９７６０円 

⒠ 支払手数料から除かれる金額       ３８８万３８０６円 

⒡ 減価償却費から除かれる金額    ２億３８３２万２９３６円 

(ウ) 青色申告特別控除額                  ６５万

円 

上記金額は，措置法２５条の２の規定により，原告の不動産所得の金

額から控除される金額であり，平成２０年分決算書に記載された金額と

同額である。 

イ 配当所得の金額（別表２③欄）         １２７万３７０９円 

上記金額は平成２０年分確定申告書に記載された配当所得の金額と同額

である。 

ウ 給与所得の金額（別表２④欄）        ４９６０万００００

円 

上記金額は，平成２０年分確定申告書に記載された給与所得の金額と同

額である。 

エ 雑所得の金額（別表２⑤欄）         ７５４６万６６１９円 

上記金額は，次の(ア)ないし(ウ)の金額の合計額である。 

(ア) 公的年金等の所得金額                   ０

円 

上記金額は，平成２０年分の公的年金等の収入金額１０７万８４１６

円から，公的年金等控除額を控除した残額である。 

(イ) その他の雑所得の金額           ２０６１万２３３６

円 

上記金額は，平成２０年分確定申告書に記載された雑所得の収入金額

２３６２万１３１２円から必要経費等の金額３００万８９７６円を控除
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した残額であり，平成２０年分確定申告書に記載された金額と同額であ

る。 

(ウ) 本件各ＬＰＳ契約に係る雑所得の金額    ５４８５万４２８３

円 

上記金額は，次のａの金額からｂの金額を控除した金額であり，利子

所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退職所得，山林所

得，譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから，原告の雑

所得とすべき金額である。 

ａ 本件各ＬＰＳ契約に基づく収入金額    ８６９２万５７１

１円 

上記金額は，次の⒜ないし⒟の金額の合計額である。 

当該金額及び後記ｂの金額は，原告が受領した前記ア(ア)ｂの本件

各ＬＰＳ契約に基づく外国法人からの収入金の外貨額及び本件各ＬＰ

Ｓ契約に関し原告が要した費用の外貨額につき，シティバンクにおけ

る平成２０年６月及び同年１２月の営業日末日のＴＴＭにより算出し

たものであり（別表３－２），原告が確定申告において申告した額と

の金額の差は，円換算レートの違いによるものである。 

⒜ 本件Ａ３－ＬＰＳ契約         ２０５８万００００円 

⒝ 本件Ａ２－ＬＰＳ契約         ２６８９万８３８４円 

⒞ 本件Ａ４－ＬＰＳ契約         １５５２万３２００円 

⒟ 本件Ａ５－ＬＰＳ契約         ２３９２万４１２７円 

ｂ 本件各ＬＰＳ契約に基づく収入に係る必要経費の金額 

３２０７万１４２８円 

上記金額は，前記ａに掲げた本件各ＬＰＳ契約に基づく収入金額に

係る必要経費（次の⒜ないし⒞）の金額の合計額であり，本件各ＬＰ

Ｓ契約の収入金額から控除される金額である。 
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⒜ 租税公課の金額            １３４４万５８００円 

⒝ 支払利息の金額            １４６９万０６７８円 

⒞ 支払手数料等の金額           ３９３万４９５０円 

(2) 所得控除の額の合計額（別表２⑥欄）       １６９万２１６

４円 

上記金額は，原告が平成２０年分確定申告書に記載した所得控除の額（社

会保険料控除の額１２５万７１６４円，地震保険料控除の額５万円，寄附金

控除の額５０００円及び基礎控除の額３８万円）の合計額と同額である。 

(3) 課税される総所得金額（別表２⑦欄）    ３億５４８７万１０００円 

上記金額は，前記(1)の金額から前記(2)の金額を控除した金額である。 

(4) 納付すべき税額（別表２⑬欄）       １億１８０６万８７００

円 

上記金額は，次のアの金額からイないしエの金額を控除した金額である。 

ア 課税される総所得金額に対する税額（別表２⑧欄） 

                      １億３９１５万２４００円 

上記金額は，前記(3)の課税される総所得金額３億５４８７万１０００円

に所得税法８９条１項に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

イ 配当控除の金額（別表２⑨欄）           ６万３６８

６円 

上記金額は，前記(1)イの配当所得の金額１２７万３７０９円に所得税法

９２条１項の規定を適用して算出した金額であり，平成２０年分確定申告

書に記載された金額と同額である。 

ウ 源泉徴収税額（別表２⑪欄）         １６５７万２３

４１円 

上記金額は，平成２０年分確定申告書に記載された源泉徴収税額と同額

である。 
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エ 予定納税額（別表２⑫欄）           ４４４万７６００円 

上記金額は，平成２０年分確定申告書に記載された予定納税額（第１期

分及び第２期分の合計額）と同額である。 

３ 平成２１年分（別表２「平成２１年分」欄） 

(1) 総所得金額（別表２①欄）         ３億２８９８万１９６０

円 

上記金額は，次のアないしエの金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表２②欄）     ２億１６７２万５３８０円 

上記金額は，次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の金額を控除した金額で

ある。 

(ア) 総収入金額              ２億５８５３万８７８３

円 

上記金額は，次のａの金額からｂの金額を差し引いた金額である。 

ａ 確定申告における不動産収入の金額  ３億３４６８万４８６４円 

上記金額は，原告が平成２２年３月１５日に処分行政庁に対して提

出した原告の平成２１年分の所得税の確定申告書（乙５。以下「平成

２１年分確定申告書」という。）又は同年分の所得税青色申告決算書

（不動産所得用）（乙６。以下「平成２１年分決算書」という。）に記

載された不動産所得に係る収入金額と同額である。 

ｂ 原告の不動産所得に係る収入金額とならない金額 

７６１４万６０８１円 

上記金額は，原告が不動産所得に係る収入金額とした金額のうち，

本件各ＬＰＳ契約に基づく外国法人からの収入金と認められる金額で

あり（乙６），原告の不動産所得に係る収入金額とは認められないた

め，同収入金額から除かれる金額である。当該収入金は，後記エ(ウ)

ａのとおり，雑所得の収入金額とされるべきものである。 
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(イ) 必要経費の金額              ４１１６万３４０３

円 

上記金額は，次のａの金額からｂの金額を差し引いた金額である。 

ａ 確定申告における不動産所得に係る必要経費の金額  

２億４０４５万２１５５円 

上記金額は，平成２１年分決算書に記載された不動産所得に係る必

要経費の合計金額（乙６⑱欄）と同額である。 

ｂ 原告の不動産所得に係る必要経費とならない金額 

１億９９２８万８７５２円 

上記金額は，次の⒜ないし⒠の金額の合計額である。 

当該金額は，本件各ＬＰＳ契約に関連する費用であり，原告の不

動産所得を得るために要した費用とは認められない金額であること

から，原告の不動産所得に係る必要経費から除かれる金額である。 

⒜ 租税公課から除かれる金額        ８５０万３２８４円 

⒝ 修繕費から除かれる金額         ２２５万８４２３円 

⒞ 借入金利子から除かれる金額      １３７０万５３５４円 

⒟ 支払手数料から除かれる金額       ３５０万８３７６円 

⒠ 減価償却費から除かれる金額    １億７１３１万３３１５円 

(ウ) 青色申告特別控除額              ６５万００００

円 

上記金額は，措置法２５条の２の規定により，原告の不動産所得の金

額から控除される金額であり，平成２１年分決算書に記載された金額と

同額である。 

イ 配当所得の金額（別表２③欄）             ２４０万円 

上記金額は，共和証券株式会社からの分配金であり，原告の配当

所得となる金額である。 
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ウ 給与所得の金額（別表２④欄）        ４９６０万００００

円 

上記金額は，平成２１年分確定申告書に記載された給与所得の金額と同

額である。 

エ 雑所得の金額（別表２⑤欄）         ６０２５万６５８０円 

上記金額は，次の(ア)ないし(ウ)の金額の合計額である。 

(ア) 公的年金等の金額                     ０

円 

上記金額は，平成２１年分の公的年金等の収入金額１０７万８４１６

円から，公的年金等控除額を控除した残額である。 

(イ) その他の雑所得の金額            ８７３万８６１８

円 

上記金額は，平成２１年分確定申告書に記載された雑所得の収入金額

９１９万８５４５円から必要経費４５万９９２７円を控除した金額であ

り，平成２１年分確定申告書に記載された金額と同額である。 

(ウ) 本件各ＬＰＳ契約に係る雑所得の金額    ５１５１万７９６２

円 

上記金額は，次のａの金額からｂの金額を控除した金額であり，利

子所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退職所得，山林

所得，譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから，原告の

雑所得とすべき金額である。 

ａ 本件各ＬＰＳ契約に基づく収入金額    ７７７９万０５３４

円 

上記金額は，次の⒜ないし⒟の金額の合計額である。 

当該金額及び後記ｂの金額は，原告が受領した前記ア(ア)ｂの本件

各ＬＰＳ契約に基づく外国法人からの収入金の外貨額，及び本件各Ｌ
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ＰＳ契約に関し原告が要した費用の外貨額につき，横浜銀行における

平成２１年６月及び同年１２月の営業日末日のＴＴＭにより算出した

ものであり（別表３－３），原告が確定申告において申告した額との

金額の差は，円換算レートの違いによるものである。 

⒜ 本件Ａ３－ＬＰＳ契約                １９７４万８４００円 

⒝ 本件Ａ２－ＬＰＳ契約               １８８０万７０３４円 

⒞ 本件Ａ４－ＬＰＳ契約                １４８９万５９３６円 

⒟ 本件Ａ５－ＬＰＳ契約                ２４３３万９１６４円 

ｂ 本件各ＬＰＳ契約に基づく収入金額に係る必要経費の金額 

２６２７万２５７２円 

上記金額は，前記ａに掲げた本件各ＬＰＳ契約に基づく収入金額に係

る必要経費（次の⒜ないし⒞）の金額の合計額であり，本件各ＬＰ

Ｓ契約の収入金額から控除される金額である。 

⒜ 租税公課の金額             ８６８万１０３６円 

⒝ 支払利息の金額            １４００万７６５４円 

⒞ 支払手数料の金額            ３５８万３８８２円 

(2) 所得控除の額の合計額（別表２⑥欄）       ２１７万２６１

８円 

上記金額は，原告が平成２１年分確定申告書に記載した所得控除の額（医

療費控除の額４５万１０３０円，社会保険料控除の額１２８万６５８８円，

地震保険料控除の額５万円，寄附金控除の額５０００円及び基礎控除の額３

８万円）の合計額と同額である。 

(3) 課税される総所得金額（別表２⑦欄）    ３億２６８０万９０００円 

上記金額は，前記(1)の金額から前記(2)の金額を控除した金額である。 

(4) 納付すべき税額（別表２⑬欄）       １億００６２万４２００円 

上記金額は，次のアの金額からイないしエの金額を控除した金額である。 
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ア  課税される総所得金額に対する税額（別表２⑧欄） 

                      １億２７９２万７６００円 

上記金額は，前記(3)の課税される総所得金額３億２６８０万９０００円

に所得税法８９条１項に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

イ  配当控除の金額（別表２⑨欄）          １２万０００

０円 

上記金額は，前記(1)イの配当所得の金額２４０万円に所得税法９２条１

項の規定を適用して算出した金額である。 

ウ 源泉徴収税額（別表２⑪欄）         １６７９万７６

００円 

上記金額は，次の(ア)及び(イ)の金額の合計額である。 

(ア) 確定申告における源泉徴収税額の金額    １６３１万７６００

円 

上記金額は，給与所得に係る源泉徴収税額であり，平成２１年分確定

申告書に記載された源泉徴収税額と同額である。 

(イ) 配当所得に係る源泉徴収税額          ４８万００００

円 

上記金額は，共和証券株式会社からの配当金額２４０万円（前記(1)イ）

に係る源泉徴収税額である。 

エ  予定納税額（別表２⑫欄）          １０３８万５８００円 

上記金額は，平成２１年分確定申告書に記載された予定納税額（第１期

分及び第２期分の合計額）と同額である。 

第２ 本件各更正処分の計算 

被告が本件訴訟において主張する原告の本件各年分の納付すべき所得税の額

は，前記第１の１(4)，同２(4)及び同３(4)のとおり，それぞれ以下の各金額で

あるところ，本件各更正処分における本件各年分の納付すべき税額は，これら
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の金額の範囲内又は同額である。 

１ 平成１９年分                １億０４７９万４２００円 

２ 平成２０年分                １億１８０６万８７００円 

３ 平成２１年分                １億００６２万４２００円 

第３ 本件各賦課決定処分の根拠 

本件各更正処分により原告が新たに納付すべき所得税の額について，その基

礎となった事実につき，原告がこれを計算の基礎としなかったことに国税通則

法６５条４項に定める「正当な理由」があるとは認められない場合に，本件各

更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額を基礎として課され

るべき過少申告加算税の金額は，次のとおりである。 

１ 平成１９年分の過少申告加算税の額（別表２「平成１９年分」⑭欄） 

                           １３７４万０５００円 

上記金額は，国税通則法６５条１項の規定に基づき，原告が平成１９年分

更正処分により新たに納付すべきこととなった税額９８０４万円（ただし，

同法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のも

の。以下，この計算方法は「平成…年分の過少申告加算税の額」の項におい

て同じ。）に１００分の１０の割合を乗じて算出した金額９８０万４０００

円に，同法６５条２項の規定に基づき，平成１９年分更正処分により新たに

納付すべきこととなった税額９８０４万２４００円のうち，同条３項に規定

する期限内申告税額に相当する金額１９３１万１８００円と５０万円とのい

ずれか多い金額である１９３１万１８００円を超える部分の額７８７３万円

に１００分の５の割合を乗じて算出した金額３９３万６５００円を加算した

金額である。 

２ 平成２０年分の過少申告加算税の額（別表２「平成２０年分」⑭欄） 

                          １２７６万７５００円 

上記金額は，国税通則法６５条１項の規定に基づき，原告が平成２０年分
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更正処分により新たに納付すべきこととなった税額９８５８万円に１００分

の１０の割合を乗じて算出した金額９８５万８０００円に，同条２項の規定

に基づき，平成２０年分更正処分により新たに納付すべきこととなった税額

９８５８万８８００円のうち，同条３項に規定する期限内申告税額に相当す

る金額４０３９万５８４１円と５０万円とのいずれか多い金額である４０３

９万５８４１円を超える部分の額５８１９万円に１００分の５の割合を乗じ

て算出した金額２９０万９５００円を加算した金額である。 

３ 平成２１年分の過少申告加算税の額（別表２「平成２１年分」⑭欄） 

                           ７６５万４０００円 

上記金額は，国税通則法６５条１項の規定に基づき，原告が平成２１年分

更正処分により新たに納付すべきこととなった税額７０２２万円に１００分

の１０の割合を乗じて算出した金額７０２万２０００円に，同条２項の規定

に基づき，平成２１年分更正処分により新たに納付すべきこととなった税額

７０２２万４４００円のうち，同条３項に規定する期限内申告税額に相当す

る金額５７５８万３２００円と５０万円とのいずれか多い金額である５７５

８万３２００円を超える部分の額１２６４万円に１００分の５の割合を乗じ

て算出した金額６３万２０００円を加算した金額である。 

第４ 本件各賦課決定処分の計算 

被告が本件訴訟において主張する本件各更正処分に伴って賦課されるべき本

件各年分の過少申告加算税の額は，前記第３の１ないし３のとおり，それぞれ

以下の各金額であるところ，本件各賦課決定処分における本件各年分の過少申

告加算税の金額は，上記の各金額と同額である。 

１ 平成１９年分                 １３７４万０５００円 

２ 平成２０年分                 １２７６万７５００円 

３ 平成２１年分                  ７６５万４０００円 

以上
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（別紙４） 

 

改正州ＬＰＳ法の定め 

 

１ 定義（25.10.011） 

(1) ＬＰＳにおける「ジェネラル・パートナー」とは，①25.10.371 に基づいてＧ

Ｐとなる者（person）又は②25.10.911(1)若しくは(2)に基づいてＬＰＳが改正

州ＬＰＳ法の適用を受けることとなった時に当該ＬＰＳのＧＰであった者

（person）をいう（25.10.011(8)⒜）。 

(2) ＬＰＳにおける「リミテッド・パートナー」とは，①25.10.301 に基づいてＬ

Ｐとなる者（person），又は②25.10.911(1)又は(2)に基づいてＬＰＳが改正州

ＬＰＳ法の適用を受けることとなった時に当該ＬＰＳのＬＰであった者

（person）をいう（25.10.011(10)⒜）。 

(3) 「リミテッド・パートナーシップ」（ＬＰＳ）とは，「州外リミテッド・

パートナ－シップ」及び「州外リミテッド・ライアビリティ・リミテッド・

パートナーシップ」という用語における場合を除き，改正州ＬＰＳ法に基

づき２名以上の者（persons）により設立され，又は改正州ＬＰＳ法１１条，

25.10.911(1)若しくは同条(2)に基づき改正州ＬＰＳ法の適用を受ける，１

名以上のＧＰ及び１名以上のＬＰを有する主体（ entity）をいう

（25.10.011(11)）。 

(4) 「パートナー」とは，ＬＰ又はＧＰをいう（25.10.011(12)）。 

(5)  「パートナーシップ契約」とは，口頭によるものか，黙示的なものか，記録

されているものか，又はこれらの組合せであるかを問わず，ＬＰＳに関するパ

ートナーの合意をいう。「パートナーシップ契約」には，修正された契約が含

まれる。 

(6) 「者（person）」とは，個人，コーポレーション（corporation），事業信
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託，遺産財団，信託，パートナーシップ，リミテッド・ライアビリティ・カン

パニー，アソシエーション，ジョイントベンチャー，政府又はその部局，外局

若しくは補助部門その他の法的又は商業上の主体（ entity）をいう

（25.10.011(14)）。 

(7) 「譲渡可能持分（transferable interest）」とは，パートナーの分配を受

ける権利をいう（25.10.011(22)）。 

２ 主体（entity）の性質，目的及び存続期間（25.10.021） 

(1) ＬＰＳは，そのパートナーとは別個の主体（an entity distinct from its 

partners）である（25.10.021(1)）。 

(2) ＬＰＳは，あらゆる合法的な目的のために改正州ＬＰＳ法に基づき設立され

ることができる（25.10.021(2)）。 

(3) ＬＰＳは，無期限に存続することができる（25.10.021(3)）。 

３ ＬＰＳの権限（25.10.031） 

 ＬＰＳは，自身が活動する上で必要な又は便宜的なあらゆることを行う権限を

有する。その権限には，自己の名により訴訟を提起し又は提起される権限及び訴

訟行為をする権限並びにパートナーのパートナーシップ契約違反又はパートナー

シップに対する義務違反によってＬＰＳが被った損害について当該パートナーに

対して訴訟を提起する権限が含まれる。 

４ パートナーとパートナーシップとの商取引（25.10.101） 

 パートナーは，ＬＰＳに金銭を貸し付けること及びＬＰＳと他の取引を行うこ

とができ，当該貸付け又は他の取引に関し，パートナーではない者（person）が

有するのと同様の権利及び義務を有する。 

５ ＬＰＳを拘束するＬＰとしての権限の不存在（25.10.311） 

ＬＰは，ＬＰとして，ＬＰＳを代理し又は拘束する権利又は権限を有しない。 

６ ＬＰＳの義務に対するＬＰとしての責任の不存在（25.10.321） 

ＬＰＳの義務（an obligation of a limited partnership）は，それが契約
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上生じたもの，不法行為により生じたもの又はそれ以外のものであっても，

ＬＰの義務ではない。ＬＰは，ＬＰＳの経営及び管理に参加している場合

であっても，ＬＰであるという理由のみによって，ＬＰＳの義務に対して，

出資その他の方法により，直接的にも間接的にも個人として責任を負うこ

とはない。 

７ ＬＰＳの代理人としてのＧＰ（25.10.381） 

各ＧＰは，ＬＰＳの活動における当該ＬＰＳの代理人（ an agent of 

thelimited partnership）である。ＧＰの行為は，パートナーシップの名で記録

に署名することを含め，それが明らかにＬＰＳの通常業務の一環として行われる

活動であるか又はＬＰＳが行う類の活動である場合には，当該ＬＰＳを拘束する。

ただし，当該ＧＰが特定の事項に関し当該ＬＰＳを代理する権限を有しておらず，

当該ＧＰと取引をした者（person）が，当該ＧＰがその権限を有していないこと

を知っていたか，その通知を受けていたか，又は 25.10.016(4)に基づき認識して

いた場合を除く。 

８ ＧＰの責任（25.10.401(1)） 

 本項の(2)及び(3)（25.10.401(2)及び(3)）に別途規定されている場合を除き，

全てのＧＰは，権利を主張する者による別途の同意又は法令の規定がない限り，

ＬＰＳの全ての義務（all obligations of the limited partnership）に対し連

帯して責任を負う。 

９ ＧＰの経営権（25.10.421(1)） 

 各ＧＰは，ＬＰＳの活動の管理及び運営において同等の権利を有する。改正州

ＬＰＳ法に別段の定めがある場合を除き，ＬＰＳの活動に関するあらゆる事項は，

ＧＰ（ＧＰが２名以上ある場合には，ＧＰの多数）によって独占的に決定される。 

10 現物分配（25.10.486 前段） 

 パートナーは，現金以外の形で，ＬＰＳからの分配を要求し又は受領する権利

を有しない。 
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11 パートナーの譲渡可能持分（25.10.546） 

 パートナーが譲渡することができる唯一の持分は，当該パートナーが有する譲

渡可能持分（transferable interest）である。譲渡可能持分は，人的財産権

（personal property）である。 

12 派生訴訟（25.10.706） 

 パートナーは，次に掲げる場合には，ＬＰＳの権利（ a right of a 

limitedpartnership）を行使するために派生訴訟を追行することができる。（以

下略） 

以上 

 

 


